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令和６年３月８日 

 

 いじめ防止対策推進法第 28 条第１項にかかる  

重大事態の調査結果について（ｖ中学校）【公表版】 

 

第１ 事案の概要 

本件は、令和２年３月に、当時横浜市立中学校に在籍していた女子生徒が自殺し

たことについて、いじめ防止対策推進法（以下「法」という。）28 条１項の調査を行

った事案である。 

 

第２ 調査組織 

   横浜市いじめ問題専門委員会（以下「本専門委員会」という。） 

 

第３ 答申（調査結果） 

１ 本事案の検証及び評価 

(1) はじめに 

本事案は、遺族から、本件生徒がいじめを原因として自殺したものであるとの

訴えがなされており、法 28 条１項１号の重大事態に該当するとして調査がなさ

れているものであるから、「いじめにより」自殺が生じたといえるかどうかの判

断を行う必要がある。 

そこで、以下、本件生徒に対してなされた「いじめ」の有無及び「いじめ」に

該当するとされた行為と自殺との関連性について検討する。他殺の場合であれ

ば、他者の行為そのものが死の結果を惹起したといえるかどうかという、他者の

行為そのものの客観的な危険性及び行為と死亡との客観的な因果関係を検討す

ることになるが、自殺の場合は、他者の行為そのものが死を招来するという直接

的な関係性は認められず、あくまでも、本人の意思を介在して結果が出現するも

のであるから、いじめという行為そのものをとらえるだけでは十分でないとの

視点のもと、本人の自殺意思の背景事実となり得る具体的状況についても検討

することとする。 

 

(2) 他の生徒から本件生徒に対してなされた行為の評価 

ア 行為の評価に当たっての留意点 

～本件生徒の立場に立って心身の苦痛の有無を考える～ 

いじめは被害者の心身の苦痛に基礎を置く概念であり、本事案において、本

件生徒が心身の苦痛を感じるような行為を他の生徒が行ったのかどうか、とい

う観点からいじめに当たるかどうかを検討する必要がある。そして、本件生徒

の心身の苦痛の有無及び程度の検討については、行為者の行為そのものの性質

から、一般的に考えて心身の苦痛を感じる程度の行為であるといえるものもあ

る一方、一般的には必ずしも心身の苦痛を感じる程度の行為とはいえないもの

であっても、本件生徒が当時置かれていた、他の生徒との関係性も含めた具体

的な状況を踏まえ、本件生徒と同じ立場に立った場合に心身の苦痛を感じるで
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あろう、と評価できるものもある。 

「いじめの防止等のための基本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣

決定（ 終改定平成29年３月））は、「個々の行為が『いじめ』に当たるか否か

の判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立

つことが必要である。」「この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、

法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、『心身の苦痛を

感じているもの』との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが

必要である。」としているところ、このような問題意識は、本専門委員会のいじ

め認定においても当然に妥当するものである。 

このように、いじめに該当するかどうかは、行為の対象者の立場に立って考

えるべきであるから、仮に、行為を行った生徒が、遊びやふざけであり悪気は

なかったなどと弁明したとしても、いじめの成否には全く影響しないと考える

べきである。 

 イ 各行為の評価 

(ｱ) からかいの行為 

①クラスメートの男子生徒複数名と、たまに他の生徒複数名が加わり、本

件生徒の後ろでこそこそとニックネームを言ったり、本件生徒と休み時間に、

廊下ですれ違う際、大声でニックネームを叫んだりしたこと、②本件生徒が

止まると、生徒複数名も一緒に止まったり、本件生徒がごみを捨てに行くと

「捨てに行きました」などと行動を実況したこと、③本件生徒が授業中に当

てられて発言した際、本件生徒としては周囲の笑いを誘う意図など全くなく

発言したにもかかわらず、男子生徒複数名がくすくすと笑ったこと等の行為

は、本件生徒に対するからかいと見られる行為である。なお、ニックネーム

を呼んでからかう行為は、一時期、女子生徒も行っていたことがうかがわれ

る。 

ニックネームは、インターネット上で交流し、本件生徒が彼氏と受け止め

ていた男性（以下「インターネット上の彼氏」という。）からもらったあだ名

であり、もともとは本件生徒が、呼んでほしいニックネームとして自己紹介

カードに記載したものではあるが、本件生徒は、ニックネームで呼ばれる一

方で、本件生徒の行動を実況中継されたり、意味もなく笑われるといったか

らかいも行われ、ニックネームで呼ばれることに限らず、本件生徒が広くか

らかいの対象とされていたことがうかがわれる。 

このような一連のからかいは、からかっている生徒と本件生徒との間に親

密な関係性が一切認められないこと、行動が活発な複数の生徒たちが大人し

い性格の本件生徒一人に対して一方的に行っているものであり、本件生徒か

らはこれに対抗したり反発したりできない状況であったこと、本件生徒に対

するからかいを目撃していた生徒の中には、このからかいについて「悪い」

ことだと見ていた生徒がいたこと、そのような生徒も含め、このような状況

を認識していた生徒は、結果的にはからかいを止めたり、非難するような言

動に出る生徒は誰一人としておらず、本件生徒がクラス内での孤立感を感じ

ていたことは容易に想像できること、本件生徒は６月下旬には、頭痛や腹痛
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を主訴として２度にわたって通院していること、本件生徒は直接担任教諭（以

下「担任」という。）に相談し、普通にニックネームで呼ばれるのは良いが、

からかわれて呼ばれることは嫌で、からかいはやめてほしいと要望している

こと等からすると、本件生徒に対して心理的及び身体的苦痛を与えるいじめ

と評価すべきである。 

なお、本件生徒に対するからかいが行われていた期間については、①のニ

ックネームを用いたからかいは、夏季休業前までに止んだ可能性が高いが、

上記③に代表されるような本件生徒をからかって楽しむ言動や雰囲気は夏季

休業後も続いていたと推認され、数か月程度にわたっていじめが継続してい

たと評価することができる。 

(ｲ) 体育の球技の授業中における孤立感 

体育の球技の授業は、授業開始前に、生徒が自由に２人から４人程度のグ

ループを作ってウォーミングアップをすることになっていた。その際、本件

生徒はグループを作れずに一人になってしまい、既にできていたグループに

交ぜてほしいと自ら申し出て、一緒にウォーミングアップに取り組むことが

あった。 

本件生徒は、７月の担任との面談時に、体育の球技の授業中、特定の生徒

から、本件生徒にとって不快な言動がなされたことを訴え、10 月にも、保健

室において、体育の球技の授業において、グループでうまくいかないこと、

本件生徒が下手であること、本件生徒が失敗したときに「またかよ」という

雰囲気を感じることを相談している。その後、同月、保護者等が当該中学校

に来校し担任と面談した際にも、本件生徒が「体育がつらい」と述べている

ことを伝えている。 

本専門委員会の調査の結果、体育の授業中に、本件生徒に対して具体的に

いかなる発言があったのか、そのときの雰囲気がどのようなものだったのか、

ということについて、具体的な事実関係を明らかにすることはできなかった

が、上記のとおり、本件生徒はクラス内でのいじめで孤立感を抱いていた状

況のもとで、あまり得意ではない体育の授業に参加し、女子の中でもうまく

グループに入れないような状況があったこと、本件生徒が複数回にわたって

体育の授業中における他の生徒の言動について相談していること、本件生徒

が体育の授業の時間前に保健室に来室することが多かったこと、本件生徒は

確かに体育の教科は得意ではなかったようであるが２年次の６月下旬以前

は、１年次も含めて体育の授業を休んだという事実はうかがわれないこと等

からすると、本件生徒が体育の授業中における他の生徒の言動又は雰囲気等

から、体育の授業に参加することがつらいと感じるような心理的な状態であ

ったことは疑いをいれないところである。 

また、一般的に、体育の球技の授業が試合形式で実施されれば、プレイヤ

ーの生徒が、試合に勝ちたいと思うあまり、うまくプレーできない生徒に対

して注意したり、非難めいた言葉をぶつけるといったことは起こり得るし、

試合が盛り上がって感情的な高ぶりがあると、その言葉が激烈になることは

あり得る。また、必ずしもうまくプレーできない生徒に対して、直接の非難



4 

の言葉を向けていなくても、他の選手が落胆の様子を示すことによって、う

まくプレーできない生徒に対して強い心理的プレッシャーを与えるという

こともあり得る。 

本事案において、その他の生徒の具体的な言動の内容は明らかではないた

め、本件生徒に対するいじめが存在したとの認定を行うことは困難である。

ただ、後述のとおり、本件生徒がクラス内に特別に親しい友人がおらず孤立

している状況にあったことを考えると、いじめが存在せずとも、本件生徒が

体育の授業に参加することで孤立感を更に深めたという評価は可能である。 

(ｳ) ＬＩＮＥのブロックについて 

夏季休業中、担任の依頼を受けて、本件生徒と生徒ａとが分担して作業す

る件について、生徒ａは本件生徒にＬＩＮＥで連絡したが、数日間「既読」

がつかなかったため、生徒ａは、疎遠になっていた本件生徒が生徒ａをブロ

ックしているものと思い込み、本件生徒をブロックした。 

実際には、本件生徒は生徒ａをブロックしていなかったため、数日後にメ

ッセージに気付いて返信したが、生徒ａは本件生徒をブロックしていたため、

本件生徒のメッセージは届かなかった。 

生徒ａのブロックの評価については、後述(3)イのとおり、生徒ａが、５月

頃から、本件生徒のことが嫌いになり、本件生徒と距離を置き、学校で話を

する機会はほとんどなくなっていたこと（本件生徒は、生徒ａ等との関係が

悪化して所属していた部活動を退部した。）、自らＬＩＮＥでメッセージを送

っておきながら、「既読」がつかないと本件生徒からブロックされているもの

と思い込み、対抗的にブロックするというのは、本件生徒に対する嫌悪感が

自然に発現したものであるとの評価が可能であること、本件生徒は、このＬ

ＩＮＥブロックを知り、嫌な気持ちになる旨を担任に話したこと、本件生徒

は、既にクラスメートからいじめを受けるとともに、クラス内には格別に仲

の良い生徒がおらず孤立している状況にあり、クラスメートの言動には敏感

になっていたことが容易に推察されること等を踏まえると、ＬＩＮＥブロッ

クの行為は、それを生徒ａ自身が本件生徒を傷つけ、孤立感を高めるものと

強く意識しないで行ったにしても、いじめと評価せざるを得ない。 

 

(3) 本件生徒が置かれていた状況の評価 

ア ２年次における本件生徒のクラス内での様子 

本件生徒は、２年次のクラス内では、当初は１年生のときに同じクラスに所

属していた生徒ａと親しかったが、後述イのとおり、間もなく疎遠になり、そ

の後はクラス内には特別に親しい友人がおらず、クラス内では１年間を通して

一人で過ごすことがほとんどであった。この状況を心配した担任が前期の学級

委員である男子生徒１人、女子生徒１人に、本件生徒のことを気遣ってあげる

よう依頼したほどであった。 

本件生徒が 10 月下旬から不登校になった後、ときどき登校してくるときに

は、担任の働きかけもあって、何名かの生徒が本件生徒に話し掛けに行くこと

があったが、不登校中に新たな人間関係が形成しにくいということもあり、ク
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ラス内で特別に親しい友人がいないという状況に変化はなかった。 

本件生徒がこのようにクラス内で孤立している状況のもとで、６月以降のか

らかい等が数か月程度にわたって継続し、本件生徒の孤立感を高めたであろう

ことが容易に推察される。 

10 月に保護者等が担任と面談し、本件生徒が、クラスのみんなが自分を嫌

っているように感じる、こそこそ話が聞こえる、自分が発言をしても周りの反

応がないことで悩んでいると伝えているが、「クラスのみんなが自分を嫌って

いるように感じる」というのは、本件生徒の孤立感が高まっている状況を示す

ものということができる。 

 イ 部活動の部員との関係の悪化及び部活動退部による影響 

５月の部活動中、本件生徒が真剣に取り組んでいないと感じた生徒ａが、本

件生徒に注意した。生徒ａは、本件生徒が、注意を受けた後も、スマートフォ

ンをいじるなどしていたため、注意を聞き流されたように感じた。また、本件

生徒が、ネット上の人間関係のことばかり話題にしたこともあり、生徒ａの本

件生徒に対する印象は悪くなった。その後、生徒ａはクラス内でも、部活内で

も、本件生徒と距離を置くようになり、学校で話をする機会はほとんどなくな

っていった。生徒ａの本件生徒に対する印象は悪くなり、生徒ａが他の部員に

対し、本件生徒を嫌悪する発言をするようになったこと等を受けて、本件生徒

と他の複数の部員との関係性が悪化し、本件生徒は部活動に居づらくなった。 

本件生徒は、５月中旬より、次第に部活動を休みがちになり、６月には退部

した。部活動が好きだった本件生徒にとって、部活動は共通の関心事で盛り上

がることができる、そして、クラスとは異なる従前からの人間関係の中で自分

の存在を認めてもらえる「居場所」の一つであったと思われるが、このような

居場所を６月には失うことにより、本件生徒の孤立感は高まったものと考えら

れる。 

ウ インターネット上の彼氏について 

本専門委員会は、インターネット上の彼氏について調査したものの、本件生

徒とのインターネット上のやりとりを把握することができず、本件生徒との関

係について、詳細な事実関係を明らかにすることができなかった。 

ただ、２年生の４月の自己紹介カードには、インターネット上の彼氏からも

らったニックネームを呼んでもらいたい呼称として書いたこと、本件生徒は２

年生の８月にインターネット上の彼氏に直接会っていること、本件生徒自身が

記したノートには、８月にインターネット上の彼氏に実際に会えたことの喜び

や恋心、再会への想い、出逢ってくれたことへの感謝の気持ち、好かれていな

いのではないかという不安の気持ち等が相当な分量を割いて綴られているこ

と、インターネット上の彼氏とは冬頃までに「別れた」と推認されるものの、

自殺直前の手帳にも同人に関する記述があり、恋心や感謝の気持ち等を表出し

ていること等からすれば、本件生徒の心の中で、インターネット上の彼氏の存

在が大きく、本件生徒の心の支えになっていたことが容易に推察される。 

 

(4) 本事案におけるいじめと自殺との関連性 
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ア はじめに 

(ｱ) 自殺は、一般的に、様々な原因からなる複雑な現象であると言われ、その

原因が特定されない場合が少なくないとされている。文部科学省が行った実

態調査の結果を見ても、子どもの自殺の背景には、進路問題や学業不振、い

じめを含めた友人関係での悩み・葛藤等の学校的背景、保護者との不和・確

執、経済的困窮等の家庭的背景、子ども本人の性格傾向、精神疾患等の個人

的背景があり、子どもの自殺が生じる背景には、一般的に、これら背景事実

が複雑に関連し合っていることが示されている。 

子どもは、成長発達の途上にありながら、人格をもつ存在であり、その自

殺は、その人格的存在による意思的行為であるから、何らかの特定される事

象から当然に招来されるというような単純な思考に馴染まないことが一般

的なのである。 

しかしながら、いじめが主たる要因ではないかと疑われる自殺事件が後を

絶たず、学校・教育委員会等が適切に対処することができていないという状

況のもとで、これを解決する必要性に迫られ、法が制定された。法 28 条１項

１号は、「いじめにより」自殺が生じた疑いのある場合を重大事態の一類型と

して定め、その事態に対処し、同種の事態の発生の防止に資するための調査

を義務付けた。上記のとおり、子どもの自殺は、何らかの特定される事象か

ら当然に招来されるというような単純な思考に馴染まないことが一般的な

のであるが、それでも、法は、子どもの生命を守るために、「いじめによる自

殺」という事象が存在することを前提として、「いじめによる自殺」事案の認

定を求めているのである。 

したがって、このような法の趣旨を踏まえながら、いじめと自殺の関連性

の意義や認定手法を考察・検討することが必要である。  

(ｲ) 重大事態の調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を

直接の目的とするものではなく、いじめの事実の全容解明、当該いじめの事

案への対処及び同種事案の再発防止が目的である（「いじめの重大事態の調

査に関するガイドライン」平成 29 年３月文部科学省、２ページ）。 

したがって、法 28 条１項に定める「いじめにより」生命心身財産重大事

態（１号）又は不登校（２号）が生じたといえるかどうかの判断は、民事・

刑事上の責任追及の前提として決定される相当因果関係ではなく、事実的因

果関係の有無の判断で足りると解される。 

(ｳ) では、生命心身財産重大事態のうち、自殺事案について、事実的因果関係 

の有無はどのように判断すべきであろうか。 

一般的に、事実的因果関係の有無の判断に当たっては、「～がなければ…

…がなかったといえるだろうか」との命題を立てて考察することが多い。し

かしながら、自殺は、その過程に本人の意思が介在するものであり、先に述

べたとおり、自殺の背景には、本来的に、複雑な背景事実が関連し合うのが

一般的であることから、このような仮定的判断を科学的に行うことは容易で

はない。また、そもそも、重大事態調査は関係者の任意の協力に基づくもの

であり、本専門委員会が把握し得る事実には限界があり、本件生徒の自殺時
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点において存在していた本件生徒を取り巻く全ての事象について真相を明

らかにすることができるわけではない。したがって、本件生徒を取り巻く全

ての事象を考慮の対象として仮定的に想像し判断することは差し控えるの

が相当である。 

重大事態調査は、特に自殺事案においては、同種事案の再発防止を重要な

目的の一つとするものであることからすると、いじめやそれによって醸成さ

れたと見られる心理状態が強く影響して本人が自殺を行ったであろうとい

うことが経験則上推認される場合は、いじめが自殺の要因であると評価し、

いじめと自殺との事実的因果関係を認めるべきであると考える。 

以上の前提のもと、本事案について検討する。 

 イ 自殺の心理 

自殺に追い詰められる子どもの心理について、「教師が知っておきたい子ど

もの自殺予防」（平成 21 年３月文部科学省。以下「子どもの自殺予防」という。）

は以下のとおり指摘している（同５ページ）。 

① ひどい孤立感 

「誰も自分のことを助けてくれるはずがない」「居場所がない」「皆に迷惑を

かけるだけだ」としか思えない心理に陥っている。現実には多くの救いの

手が差し伸べられているにもかかわらず、そのような考えにとらわれてし

まうと、頑なに自分の殻に閉じこもってしまう。 

② 無価値感 

「私なんかいない方がいい」「生きていても仕方がない」といった考えがぬ

ぐいされなくなる。その典型的な例が、幼い頃から虐待を受けてきた子ど

もたちである。愛される存在としての自分を認められた経験がないため、

生きている意味など何もないという感覚にとらわれてしまう。 

③ 強い怒り 

自分の置かれているつらい状況をうまく受け入れることができず、やり場

のない気持ちを他者への怒りとして表す場合も少なくない。何らかのきっ

かけで、その怒りが自分自身に向けられたとき、自殺の危険は高まる。 

④ 苦しみが永遠に続くという思いこみ 

自分が今抱えている苦しみはどんなに努力しても解決せず、永遠に続くと

いう思いこみにとらわれて絶望的な感情に陥る。 

⑤ 心理的視野狭窄 

自殺以外の解決方法が全く思い浮かばなくなる心理状態である。 

また、「子どもの自殺予防」は、自殺の危険因子の１つとして、「孤立感」

を挙げている（同８ページ）。 

すなわち、大人は自分の家庭以外にも、自分自身の親やきょうだい、職場

の人間関係、学生時代の友人、趣味の仲間など生活圏が多岐にわたっている

が、子どもの場合は、人間関係が家庭と学校を中心とした限られたものにな

っている。そのなかで問題が起きると、大人とは比べものにならないストレ

スが子どもを襲う。とくに思春期には、友だちの存在が大きな意味を持って

いる。仲間からのいじめや無視によって孤立感を深めることは、大人が考え
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る以上に大きなダメージとなって、心の悩みを引き起こす。時には、そのよ

うな不安を隠そうとしていつも以上に元気そうにふるまう場合もある、と指

摘されている。 

ウ 本件生徒が自殺に至るまでの経過 

(ｱ) 不登校に至るまでの経過 

前述のとおり、本件生徒は、２年生のクラスでは親しい友人がおらず、遅

くとも６月以降数か月程度にわたって複数の生徒によるからかいが継続し、

また、体育の授業への参加等を通じて孤立感が深まっていった。本件生徒は、

夏季休業明けに行われた「教育相談アンケート」において、一番楽しい夏休

みであった旨を記載していたことからもうかがわれるとおり、本件生徒にと

って、夏季休業は学校での心理的につらい状況から離れて心を休めることが

できた束の間であったものと思われるが、本件生徒は、夏季休業が終わって

登校を開始して間もない９月上旬以降、何度も、頭痛、腹痛等の体調不良を

訴えて保健室に来室したことに加え、同月中旬以降は体調不良により欠席し

ている。 

本件生徒は、保護者に対し、「体育がつらい」「クラスのみんなが自分を嫌

っているように感じる。こそこそ話が聞こえる。自分が発言をしても周りの

反応がない」等といった思いを伝えた。これを心配した保護者等が 10 月に当

該中学校に来校して担任に訴え、本件生徒のクラスを替えることができない

か等と尋ねた。担任は、クラス替えについては難しいが、何もできないわけ

ではなく、生活を少しでも前向きにできるようにする策として、①当該生徒

が嫌な思いをしていることについて、クラス全体に伝える、②３年生のクラ

ス替えで、当該生徒が苦手に感じている生徒と離すなどの配慮をすることが

可能なので、３年生になるまで学校を休む、③別室登校も可能なので、午前

中や午後だけでも、少しずつ登校する、という３つの選択肢を示した。担任

によって示された３つの選択肢のうち、本件生徒及び保護者が選択したのは

３年生に進級するまでの不登校であった。 

本件生徒は、保護者等の訴えの内容からしても明らかなとおり、10 月の時

点では、クラス内における孤立を強く感じているが、その孤立感を醸成し固

定化した要因は、遅くとも６月以降に始まり、夏季休業明けにも継続してい

たいじめであるといえる。本件生徒に対する継続的ないじめが本件生徒の孤

立感を高め、また、その孤立感ゆえにクラスメートの存在・言動に敏感に反

応し、クラスメート全員が敵に感じられてしまうといった心理状態であった

のではないかと推察される。 

したがって、本件生徒に対する継続的ないじめ及びこれによって醸成され

た本件生徒の孤立感が不登校の要因であったことは明らかである。 

(ｲ) 不登校期間中の生活の様子 

不登校が始まってから本件生徒は、11 月から３月までの各月に１回から４

回登校した。 

本件生徒は、不登校期間中、起床から就寝に至るまで、規則正しい生活を

送りつつ、本件生徒とは別のクラスの仲が良かった生徒ｂとは一緒に出掛け
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たり遊んだりしていた。本件生徒は、11 月下旬から 12 月にかけては家族と

共に保護者の実家で生活している。本件生徒は、学校に行かないときは、本

件生徒に対してなされたいじめや孤立感という苦しみから一時的に逃れる

ことができ、心穏やかに生活を送ることができていたものと考えられる。し

かしながら、12 月に唯一登校した日には身体の異常を感じ、翌日病院を受診

していることからすると、登校することへの心理的ストレスが相当強かった

のではないかと推察される。 

(ｳ) 不登校期間中に表出された本件生徒の思い 

本件生徒が１月中に登校したのはわずか１日、しかも１時間程度であるが、

担任が「もうすぐ年度が終わって学級編制があるけど、気になることある？」

と確認したところ、本件生徒は、「（次年度のクラスで）一緒になりたくない

生徒と一緒になりたい生徒がいる」と述べ、一緒になりたくない生徒として

いじめを行った生徒を含む複数名の生徒の名前を挙げ、一緒になりたい生徒

として生徒ｂの名を挙げた。 

本件生徒は、２月中旬、自身のノート（「遺書」）に、自殺の原因が同学年

の生徒によるいじめがつらかったからである旨記載し、いじめを行った生徒

らに対する恨みの気持ちを表出している。この時点において、学校のクラス

におけるひどい孤立感（上記自殺の心理①）、この苦しみは永遠に続くとい

う思い込み（上記自殺の心理④）、この状況を解決する方法は自殺しかない

という心理的視野狭窄の心理（上記自殺の心理⑤）が認められる。また、本

件生徒は、ノートの記載内容から、強い怒りの気持ちを表出している（上記

自殺の心理③）。 

なお、上記のとおり、本件生徒はクラス内で孤立しているが、２年生の

６月には部活動を退部しており、クラス以外の居場所が失われていたという

事情も本件生徒の孤立感を深めたものと推認される。 

本件生徒は、自身のノートに、このような気持ちを表出しながらも、３

年生に進級してクラスが変われば学校に行かなければいけないとの気持ち

があった。そして、親友である生徒ｂとの時間を重ねる中で、生徒ｂが自分

の気持ちを理解してくれていると感じ、生徒ｂが近くにいてくれれば孤立感

を感じずに学校に通えるのではないかとの期待も抱いていたのではないか

と推察される。本件生徒は、翌日、担任から、本件生徒が希望した学級編制

について、一緒になりたくない生徒とは別にするけれども、生徒ｂと一緒に

なれるかどうかは、今後の検討次第であるが、できるかどうか分からない旨

伝えられた。 

本件生徒は修了式の前日、担任に対し、クラス編制について生徒ｂとど

うしても同じクラスになりたいこと、一緒のクラスでなければ学校に通うこ

とは難しいと思っている旨の自分の気持ちを明確に伝えた。担任は、もし生

徒ｂと同じクラスになるとすると、同じクラスになりたくないと言っていた

生徒の１人か２人が同じクラスになってしまうかもしれないが、それでも良

いかと尋ねたところ、本件生徒は、それでも良いから生徒ｂと同じクラスに

なりたいと答えた。 
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(ｴ) 自殺直前の出来事 

本件生徒は、修了式に出席し、担任は、成績を記載した連絡票を本件生

徒に交付した。当該生徒の帰宅後、保護者が当該生徒に対し、成績票をもら

ったか尋ねたところ、本件生徒は受け取っていない旨答えた。 

保護者は、本件生徒が学年末試験を受験しているのに成績票を交付され

なかったことを疑問に思い、担任に連絡した。担任は、既に本件生徒に交付

した旨回答した。保護者は、このやりとりについて本件生徒には伝えなかっ

た。 

翌日、学校からの着信を知った本件生徒から学校に連絡があり、担任は、

保護者から電話連絡があったこと、そのとき、連絡票については交付してい

ると回答したことを伝えた。担任が保護者に話した内容を本件生徒に知らせ

たとき、本件生徒は「えーっ」と言って、声の調子が急に落ち込んだような

様子になった。本件生徒は連絡票が見つからない旨を担任に伝えた。 

担任は、本件生徒に対し、学校でも探せるところは探してみるので自宅

でも探してみてほしいなどと伝えて、一旦電話を切った。担任は、連絡票を

本件生徒に交付したことについて確実な記憶があったので、一応、再度教室

内の机やロッカーの中などを確認した上で、本件生徒に電話連絡した。担任

は教室の机等を探したが連絡票はなく、本件生徒の自宅にあったかどうかを

尋ねたところ、本件生徒はない旨を答えた。担任は、本件生徒に対し、担任

の記憶では確実に渡しているはずであるから、担任の方でも改めて探してみ

るが、学校で探すよりも自宅で探した方が見つかる可能性が高いと思う旨述

べて、どうしても見つからなかったらまた連絡してほしい旨を伝えた（なお、

連絡票は、その後自宅からは発見されていない）。 

本件生徒は、同日、自殺直前に、家族、生徒及びインターネット上の彼氏

への思い等を手帳に書いた後、自殺した。 

エ 本事案におけるいじめと自殺との関連性 

以上述べてきたとおり、①本件生徒が 10 月下旬以降不登校に至った要因は、

本件生徒に対する継続的ないじめ及びこれによって醸成された本件生徒の孤

立感であったこと、②不登校期間中において、本件生徒は、本件生徒に対して

いじめを行った生徒を含む複数名の生徒の名前を挙げて次年度のクラスで一

緒になりたくないと述べていたこと、③本件生徒が３年生に進級する直前の３

月に生徒ｂとどうしても一緒のクラスになりたいと述べていたのは、次年度の

クラスでの孤立を回避したいという切実な思いに基づくものであろうと推察

されること、④本件生徒は、２月に自ら記載したノート（「遺書」）において、

同学年の生徒によるいじめの存在が自殺の原因であると記し、学校のクラスに

おけるひどい孤立感やクラスの生徒に対する強い怒りの気持ちを表出してい

ること等からすれば、いじめやそれによって醸成されたと見られる孤立感が強

く影響して本人が自殺を行ったということができる。したがって、本事案にお

いては、いじめが自殺の要因であると評価し、いじめと自殺との事実的因果関

係を認めるべきであると考える。 

なお、上記判断に当たって合わせて検討した事情について補足説明する。 
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第一に、本件生徒の自殺の当日には、本件生徒の２学年の成績を記載した連

絡票を巡るやりとりがあり、成績の内容や連絡票を巡るやりとりが本件生徒の

自殺に何らの影響を与えたのではないかとの疑問もある。 

しかしながら、本件生徒が自殺直前に書いたノートには「いじめ」の語句が

記載されている一方で、成績や連絡票を巡るやりとりに関しては一切記載され

ていないことから、本専門委員会としては、この時点での自殺を決意する何ら

かの契機にはなったかもしれないが、自殺の要因ではないと判断した。 

第二に、本件生徒は、担任に対し、３年次にはどうしても生徒ｂと一緒のク

ラスになりたい、そうでなければ学校に通うことは難しい旨伝えていたところ、

コロナ禍の状況もあり、本件生徒に対して進級後の生活への不安を感じさせ、

自殺に影響を与えたのではないか、との見方もあり得る。 

しかしながら、仮に、そのような側面があるとしても、もともと、本件生徒

が生徒ｂとどうしても一緒のクラスになりたいと思う理由が、継続したいじめ

によって醸成・固定化された孤立感に由来し、これを解消したいという動機に

基づくものであることからすると、生徒ｂと同じクラスでの学校生活を始める

ことができない不安は、まさしく継続したいじめによって醸成・固定化された

孤立感が何ら解消されないことを意味するのであって、結局のところ、本専門

委員会が示した上記結論に影響を及ぼさないことになる。 

第三に、インターネット上の彼氏の言動が本件生徒の自殺に何らかの影響を

与えたのではないか、との疑問を投げかける者もいるかもしれない。 

既に述べたように、本事案の調査においては、本件生徒とインターネット上

の彼氏との間のインターネット上のやりとりを含め本件生徒のインターネッ

トの利用状況について把握することはできておらず、本件生徒とインターネッ

ト上の彼氏との関係性について詳細な事実関係は明らかになっていないが、本

件生徒がインターネット上の彼氏についてノートに書いた心情は、恋心や心の

支えになってくれたことへの感謝の気持ちが主たるものであるから、インター

ネット上の彼氏との関係性や同人の言動が本件生徒の自殺の要因になったと

評価することは困難であると判断した。 

 

(5) 学校及び教職員の対応 

ア いじめの事実確認について 

(ｱ) 担任による７月の事実確認について 

担任は、７月、本件生徒から、複数の男子生徒によるいじめの相談を受け、

翌日、本件生徒が名前を挙げた複数の男子生徒を集め、一応の事実確認をし

ている。迅速に事実確認を行っている点、逐一、担任と学年主任を中心とす

る当該学年の教員集団（以下「学年職員」という。）と情報共有を図りながら

対応している点は、評価できる。 

しかし、事実確認の際、①複数の男子生徒を一度に集めて確認した点、②

誰が、いつ、どこで、何をしたのかなど、具体的な事実を十分に聴き取れな

かった点は、問題である。 

ａ 複数の男子生徒を一度に集めて事実確認をした問題性 
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一般に、中学生にもなると、いじめの行為者として、教職員から事実

確認をされる場面において、友人の面前で真実や本音を話しにくいもの

である。特に、誰が主導的役割を担ったのかなどに関しては、日ごろの

友人関係を意識して、話すのをためらうことも十分考えられる。 

そこで、いじめの行為者として複数人の名前が挙がっているケースで

は、それぞれ別々に呼び出し、聴取する方法をとるべきである。生徒同

士で口裏を合わせる機会を無くすため、可能であれば、複数人の教職員

により、同時に別々の場所で聴取を行うことが望ましい。 

本事案では、関係した複数の男子生徒を一度に集めて事実確認するこ

とについて、学年職員の間で情報共有がなされたものの、問題性は指摘

されず、事実確認を終えることになった。 

ｂ 具体的な事実を十分に聴き取らなかった問題性 

いじめの事実確認においては、誰が、いつ、どこで、何をしたのかなど、

具体的な事実関係を聴取する必要がある。また、いじめに複数人が関わ

っている場合、具体的に誰がどのような関わり方をしたのか、行為者グ

ループ内の力関係なども意識しながら、聴取するべきである。一人ひと

りの言動やいじめとの関わりの程度を聴取することは、行為者一人ひと

りに見合った指導をする前提でもある。 

本事案では、本件生徒から名前の挙がった複数の男子生徒を一つのまと

まりと捉え、誰が、どのような言動をしたのかについて、意識した聴き

取りができていない。また、担任の行った事実確認の具体的な内容は、

学年職員の間で情報共有されたものの、その問題性は指摘されないまま、

事実確認を終えることとなった。 

(ｲ) 担任による 10 月の事実確認について 

担任は、10 月に保健室で本件生徒から、「体育の球技の授業で失敗を責め

られるような雰囲気を感じる」旨の相談を受け、同日又は翌日に、本件生徒

が名前を挙げた生徒に対して、一応の事実確認を行っている。迅速に事実確

認を行っている点、逐一、学年職員と情報共有を図りながら対応している点

は、評価できる。 

しかし、行為者として名前を挙げられた生徒の言い分を十分に聴取する

ことなく、具体的な事実確認をしないまま、事実があったことを前提に厳し

い口調での指導に入った点は、問題である。 

一般に、「（不快な）雰囲気を感じる」といった抽象的な相談を受けた場

合、相談者からより詳しい事実を聴取するとともに、行為者として名前を挙

げられた生徒から、具体的な言動や主観的な認識などを十分に聴取する必要

がある。その生徒が、事実を否定しているようなケースではなおさら、その

必要性が高い。 

本事案では、行為者として名前を挙げられた生徒が体育の球技でのミス

を責める発言をしていないと否定したにもかかわらず、十分に聴取すること

なく、事実確認ができていないまま、事実があったことを前提に、厳しい口

調での指導に入った。そのため、生徒は自分の思いなどを担任に対して述べ
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ることができず、結局、本件生徒が何に苦しんでいたのかについても、不明

瞭なままになってしまった。また、学年職員の間で情報共有がなされたもの

の、その点の問題性は指摘されず、事実確認を終えることとなった。 

(ｳ) まとめ 

いじめの疑いがある場合には、いじめの全容解明のための事実の確認を行

い（法 23 条２項）、その事実確認を踏まえて、関係する生徒への指導等の措

置を行うことが求められるが（同条３項）、当該中学校においては、指導等の

前提となる事実確認の方法・内容が極めて不十分である。 

イ いじめの認知のあり方について 

本件生徒へのニックネームによるからかいに関しては、７月 12 日、「いじめ

防止対策委員会」で、情報共有されている。しかし、当該中学校の「いじめ防

止対策委員会」は、いじめだけでなく、不登校、発達の課題など、生徒の様々

な問題を報告する場となっており、いじめ防止対策委員会で事案の報告がなさ

れたからといって、いじめとして認知されるわけではない。 

実際、令和元年度のいじめ認知報告書には、１年生の事案しか挙がっておら

ず、当時２年生だった本件生徒へのいじめは認知されていない。認知がなされ

ていれば、法や当該中学校の「いじめ防止基本方針」に基づき、学年を越えた

組織的対応が求められることになり、本件生徒が後期になっても抱え続けてい

たクラス内での苦しみについて、本件生徒により寄り添った対応をすることが

期待できた。したがって、本件生徒へのいじめについて認知しなかった点は問

題である。 

当該中学校では、認知するか否かは、事実上、各学年の判断に委ねており、

そのため、学年ごとに認知数についても大きなばらつきがあった。認知の有無

は、教育委員会への報告や、その後の組織的対応に影響を与える重要な事柄で

あるから、学校全体として統一した判断がなされる必要がある。 

ウ いじめ発覚後の対応のあり方について 

(ｱ) 本件生徒及びその保護者への支援について 

ａ 本件生徒への支援について 

   (a) いじめの相談とその後の対応 

担任は、本件生徒から相談があるたび、できる限り話しやすい環境を

作り、親身になって本件生徒の話を聴いた。会話の中で、いじめに関す

る話題が出ると、本件生徒の希望を聴き取り、行為者に対して、速やか

に指導を行い、逐一学年職員へ報告した。また、指導後にいじめが継続

していないか、困ったことがないかなどについて、折を見て本件生徒に

確認しており、本件生徒に寄り添った対応をしたといえる。 

また、保健室の来室が増えた本件生徒に対し、養護教諭も、親身にな

って話を聴く姿勢を何回も示しており、結果的に、本件生徒は養護教諭

に対し、悩みを打ち明けることはなかったものの、本件生徒に寄り添っ

た対応がなされていたといえる。 

担任や養護教諭は、適宜、他の教職員とも情報共有を図りながら、本

件生徒に向き合っていた。 
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しかし、本件生徒本人にとっての苦痛は解消されず、本件生徒はクラ

ス内での苦痛を理由に、10 月下旬には不登校に至っている。 

本事案について、いじめの認知がなされていれば、当該中学校の複数

の教職員が、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得

つつ、いじめを受けた生徒に対する支援を継続的に行うことが求められ

るはずであった。 

したがって、本事案においては、このような組織的な対応をするため

にいじめの認知を行うべきであった。 

(b) クラス内での孤立解消について 

本件生徒は、年間を通してクラス内では一人で過ごすことが多く、ク

ラス内で過ごすうちに孤立感を深めていったところ、担任は、孤立しが

ちな本件生徒を気遣い、前期には、学級委員２人に対し、後期になると

クラスメートの別の２人に対し、本件生徒に対する声掛けや気遣いを依

頼した。実際、依頼を受けた生徒らは本件生徒に話し掛けることがあり、

本件生徒はそのクラスメートの生徒らと話しているときは、クラス内で

も楽しそうに笑っていたのであり、本件生徒の孤立を一時的に和らげる

ことにつながったものと思われる。 

一方、本件生徒は「自分が発言をしても周りの反応がない」、「クラス

のみんなが自分を嫌っているように感じる」などの悩みを抱えたまま、

不登校に至っている。 

クラス内での孤立感に悩んでいても、自らＳＯＳを出しにくい生徒

もいる中、学校としては、担任の行った働きかけに加え、つらく感じた

ときに相談できる先として、スクールカウンセラー（以下「ＳＣ」とい

う。）につなげるなどして、生徒の心情により向き合う姿勢が重要であ

った。 

ｂ 本件生徒保護者への支援について 

担任が保護者と面談した際も、十分な聴き取りや、保護者の不安に寄り添

った対応が不十分な面があった。 

特に、10 月の面談では、保護者から本件生徒のクラス内での苦悩やクラス

替えの要望などが話され、本件生徒もその保護者も悩んでいることがうかが

われる状況だったので、面談に際し保護者の方で何か要望があるか確認した

り、保護者双方同席のもとで、より詳しい面談をするべきか検討したりする

必要があった。 

(ｲ) いじめを行った生徒への指導について 

ａ 事実確認と指導の区別について 

本事案では、事実確認と指導が一体となり、事実関係が十分に明らかにさ

れないまま、本件生徒が名前を挙げた生徒らに対して一律の指導が行われて

おり、問題である。 

正しく事実関係を把握することは、事実に見合った適切な指導をする前提

である。また、事実関係を聴取する際は、どういう気持ちから行為に及んだ

のかなど、いじめを行った側の心情についても聴き取り、指導につなげるこ
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とが望ましい。 

複数の生徒がいじめに関与しているケースでは、主導的な役割を担った生

徒や、その場の雰囲気で乗ってしまった生徒など、それぞれの生徒の抱える

問題性を踏まえた指導が必要となる。 

ｂ 感情が先行した指導について 

担任は、自分の知らないところで本件生徒へのいじめがなされていたこと

に腹を立て、一部、感情的になりながら厳しい口調での指導を行った。 

いじめを行った生徒に対し、事の重大性を伝えたり、反省を促したりする

ため、心に訴えかけるような熱い指導をすることはあり得るが、指導する側

が感情のままに自制心を失うようなことがあってはならない。感情的な指導

は、指導を受ける側の言い分に耳を傾ける姿勢を忘れさせることがあり、適

切な指導につながらないことが多い。 

本事案において、10 月に生徒に対して指導した際も、担任は、生徒本人の

思いに十分に耳を傾けないまま、感情的な厳しい口調での指導を行い、生徒

にとって、納得感のない指導になっていた。 

(ｳ) いじめの経過観察について 

ａ いじめ継続の可能性を認識してからの経過観察について 

10 月の保護者等との面談において、本件生徒のクラス内での苦しみが継続

していたことが明らかとなり、いじめが継続している可能性について把握し

たにもかかわらず、本件生徒本人から直接、事実や気持ちを確認することが

なかった点は問題である。 

担任は、保護者から、本件生徒が「クラスのみんなから嫌われているよ

うに感じる」、「こそこそ話が聞こえる」といった悩みを聞いた後、①本件生

徒が嫌な思いをしていることについて、クラス全体に伝える、②３年生にな

るまで学校を休む、③少しずつ登校するという３つの選択肢を同時に示した。 

しかし、まず、本件生徒のクラス内で抱える悩みについて、本件生徒本

人から十分な聴き取りを行い、その希望も聞いた上で、いじめの継続の有無

などについて事実関係を調査するべきであった。３つの選択肢を同時に示し

たことにより、取り得る選択肢が狭まってしまったが、調査の結果明らかに

なった事実関係を踏まえ、本件生徒に対する支援や関係する生徒やクラスメ

ートに対する働きかけのあり方等について、「学校いじめ防止対策委員会」

の討議を経て、様々な方策が提案された可能性がある。 

また、本事案では、いじめの継続の有無も含め、本件生徒本人の抱える

悩みが明らかにならないまま、不登校に至っているところ、不登校になった

後であっても、本件生徒から直接悩みを聴き取ることは必要であり、いじめ

の継続が原因で登校しにくくなっているのかどうかを明らかにし、仮にそう

であるならば直ちに状況の改善に努め、再び登校できる環境を整える必要が

あった。しかし、そのような確認はなされなかった。 

ｂ 学年職員による経過観察について 

担任は、10 月の保護者等との面談の内容や、その後、本件生徒が不登校に

至る経緯について、学年職員に逐一報告していた。しかし、問題性は指摘さ
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れず、いじめ問題として組織的に対応した方が良いとの意見も出ないまま、

本件生徒の不登校は継続しており、学年主体での対応の限界を示している。 

なお、学年職員は、本件生徒が抱える悩みは、クラス内における人間関係

だけではなく、複合的なものであるという認識を持っており、登校しづらい

という相談があった際に、不登校の選択肢も含め、３つの選択肢を同時に示

した担任の対応に問題を感じていなかった。 

ⅽ 学校全体での経過観察について 

本件生徒へのいじめについては、７月 12 日の「学校いじめ防止対策委員

会」において、学校全体で情報共有されたものの、その後の経過について、

「学校いじめ防止対策委員会」の会議録には残っておらず、学校全体で経過

を追っていたとはいえない。 

いじめが継続している可能性を把握した 10 月の保護者等との面談につい

ても、「いじめ防止対策委員会」の会議録に記録はなく、学校全体で情報共有

されることはなかった。 

本件生徒へのいじめが認知されていなかったこともあり、学校全体でいじ

めの継続の可能性について、情報共有できなかったことは問題であった。 

エ 本来あるべき組織的対応について 

(ｱ) 「学校いじめ防止対策委員会」を中心とする対応の必要性 

当該中学校の「いじめ防止対策委員会」は、従来から行われていた「学年連

絡会」の時間帯に兼ねて行われ、いじめだけでなく、不登校、発達の課題など、

生徒たちの様々な問題を報告する場となっており、いじめ事案の具体的な対応

は、主に学年職員に委ねられていた。 

学年職員ごとの対応の場合、学年職員によって、いじめの認知のあり方や具

体的対応がまちまちになってしまうという問題がある。例えば、いじめの事実

確認の方法など、専門的な知識が必要となることについても、専門性の高い教

職員が学年にいるかどうかによって差が生じることになる。 

本来、いじめの組織的対応とは、学校全体で行うべきものである。学年で対

応しながらも、当該中学校の「いじめ防止基本方針」に記載されているとおり、

「学校いじめ防止対策委員会」がリーダーシップを発揮し、①事実確認、②い

じめを受けた生徒・保護者への支援、③いじめた生徒への指導・保護者への助

言などの措置について、随時、検討すべきである。被害者の心情に寄り添い、

健康面やストレスを把握しながら支援したり、複数の行為者へ指導したりする

ためには、養護教諭も含め、いじめ問題に取り組む必要がある。 

横浜市いじめ防止基本方針では、「学校の組織づくり」について、月に１回

以上開催する常設の「学校いじめ防止対策委員会」は、「既存の組織とは兼ね

ず、別に置く」と定めている（11 ページ）。このような定めをしているのは、

いじめ事案について、他の生徒指導上の諸課題とは区別して、学校全体として

認知し、多角的視点をもって集中的・継続的に取り扱うことを可能にするため

である。当該中学校においては、「学校いじめ防止対策委員会」が「学年連絡会」

と兼ねられ、この会議で取り扱う諸課題が多く、会議も限られているため、い

じめ事案の組織的対応をなし得る体制になかったと考えられ、改善が必要であ
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る。 

なお、「学校いじめ防止対策委員会」の他に、学校全体の出来事を共有する

場として「生徒指導部連絡会」があるが、このメンバーに養護教諭を含めるこ

とについても、今後検討することが望ましい。 

(ｲ) 情報管理について 

当該中学校の「学校いじめ防止対策委員会」の会議録は、簡易な記載にとど

まり、会議録のみからは、一人ひとりの事案の経過を追うことはできない。ま

た、詳細な記録が作成されているケースもあるが、詳細な記録は学年ごとに管

理されており、学校として情報の一元管理ができていない。「生徒指導部連絡

会」の記録も、参加した教職員各自のメモとしてしか残されていない。 

本来、いじめ対応に関する記録は、事案ごとに、経過を追えるような形式で

記載し、学校全体で一元管理されるべきものである。そうすることで、経過観

察が忘れられる事案をなくし、教職員全員が、随時、情報を確認しながら、い

じめを受けた生徒や周囲の人間関係などを見守ることが可能となる。 

オ 不登校に至る経緯及び不登校期間中の対応について 

(ｱ) 全体的な評価 

不登校前まで、担任らは本件生徒本人の抱える苦悩を聴き取り、本件生徒に

寄り添った支援をしていた。しかし、10 月、担任が不登校の選択肢を示し、保

護者から「しばらく学校を休ませる」という連絡を受けて以降、本件生徒の個

人的な苦悩への関心が薄れ、不登校生徒一般に共通する問題という捉えに変わ

り、没個性的な対応になっている。 

(ｲ) 不登校期間中の学校との関わりについて 

不登校期間中、担任は、登校日時を調整するため、本件生徒の家庭に電話連

絡を入れた。そして、本件生徒は、配付物の受け取りや試験の受験のため、月

に１回から４回登校した。学校と本件生徒及びその保護者との関係は、これら

の登校の機会に限られていた。したがって、月によっては１回しか、学校と本

件生徒及びその保護者との関係がないときもあり、関わり合う頻度は少なかっ

た。 

本件生徒が登校した際、担任は本件生徒と５分から 10 分ほど立ち話をし、

これから少しでも学校にいる時間を増やしていったり、特別支援教室（サポー

トルーム）を利用し、別室登校をしたりするのはどうかと提案し、本件生徒の

気持ちを確認していた。しかし、登校の困難感が生じた原因として本件生徒が

挙げていたクラスの現状について説明することはなく、また、本件生徒の家庭

での生活や勉強の様子、不登校中の心情の変化、不安感などを丁寧に聴き取る

ことはなかった。なお、担任が、家庭での生活や勉強の様子などについて踏み

込んで聴くことをためらったのは、本件生徒にとってそうした聴き取りがプレ

ッシャーや苦痛になり、１か月に１回程度の登校もできなくなってしまうこと

を避けたいとの思いからであった。 

不登校期間中、本件生徒の対応は、担任が窓口となり、他の教職員やＳＣが

本件生徒やその保護者と関わり合う機会はなかった。なお、家庭訪問の実施の

有無など、担任は学年職員に相談し、学年で対応の方向性が決められていた。 
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(ｳ) 本来あるべき対応について 

一般に、不登校期間中は、孤立感や勉強の遅れ、進路に対する不安など、登

校していたときとは別の苦しみも生じることが多く、心情はその時々で変化す

るものである。不登校中の生徒の保護者もまた、同様に様々な不安を抱えるこ

とが多い。 

そこで、不登校中の生徒や保護者に対して、学校側は定期的かつ適切な頻度

で関係を持つことが大切である。家庭訪問の実施の当否についても、検討する

ことが望ましい。 

そして、不登校中の生徒や保護者と関係を持つ際は、担任だけでなく、様々

な教科担当の教員も関わり、適切な学習支援がなされることが望ましい。また、

特別支援コーディネーター、養護教諭、ＳＣなど、心理に詳しい者も関わり、

不登校中に揺れ動く生徒や保護者の心情を丁寧に聴き取り、その生徒や家庭に

合った方策を模索しながら対応する必要がある。特別支援コーディネーター、

養護教諭、ＳＣなどは、不登校中の生徒を支える資源についても十分な知識を

有しており、特別支援教室（サポートルーム）以外にも、学外の施設など、不

登校中の生徒や保護者の心情に配慮しながら、適切なタイミングで適切な資源

について提案をすることが期待できる。 

そして、不登校になった生徒については、学校全体で、不登校になった理由

や背景、現在の登校状況などを生徒ごとにまとめて管理、共有することが重要

である。 

 

(6) 本件生徒の自殺後の背景調査（基本調査）の評価 

ア はじめに 

(ｱ) 「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」の概要 

「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針（改訂版）」(平成 26 年７月

文部科学省。以下「指針」という。）によると、背景調査の大まかな流れは、

①基本調査、②詳細調査への移行の判断（詳細調査に先行した調査実施の

有無の判断を含む。）、③外部専門家を加えた詳細調査の実施となっている。 

背景調査の目的は、一般的に❶今後の自殺予防に活かすため、❷遺族の

事実に向き合いたいなどの希望に応えるため、❸子供と保護者の事実に向

き合いたいなどの希望に応えるため、である。そして、背景調査の到達す

べき目標は、一般的にⅰ）何があったのか事実を明らかにする、ⅱ）自殺

に至る過程をできる限り明らかにする、ⅲ）今後の再発防止への課題を考

え、学校での自殺予防の取組の在り方を見直す、とされている。 

基本調査とは、学校がその時点で持っている情報及び基本調査の期間中

に得られた情報を迅速に整理するもので、設置者の指導・支援のもと主体

は学校とし、事案発生（認知）後速やかに着手するものとされている。基

本調査の実施は、Ａ）遺族との関わりや関係機関との協力、Ｂ）指導記録

等の確認、Ｃ）全教職員からの聴き取り、Ｄ）亡くなった子供と関係の深

かった子供への聴き取り調査（状況に応じて）で構成される。 

(ｲ) 基本調査の検証の必要性 
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本事案における本来の調査・検証対象は、本件生徒の自殺に至るまでの

間の事実関係に限定され、自殺後の当該中学校の対応にまで及ぶものでは

ない。しかしながら、本専門委員会が本事案を調査する過程において、提

供された基礎資料から、本件生徒の自殺後の事実関係についても一定の情

報を得たところ、当該中学校及び教育委員会の対応に看過できない問題が

あるのではないかとの危機意識が生じた。生徒の自殺という重大な結果が

生じた後の事後的な対応が、初動調査のあり方という点でも、遺族対応の

あり方という点でも重要であることから、今後の同種事案への対応におい

て参考にしていただくためにも、本専門委員会の見方・考え方を示すこと

が必要であると判断し、本件生徒の自殺後の事実関係についても聴取も含

めて調査し、検証を行うこととしたものである。 

(ｳ) 調査や遺族への報告の問題性 

本専門委員会が調査したところ、本事案において、当該中学校は、教育

委員会事務局学校教育事務所（以下「学校教育事務所」という。）の支援の

もと、基本調査の上記Ａ）Ｂ）Ｃ）Ｄ）に速やかに着手し情報の収集を行

っていることが認められるが、他方、生徒への聴き取り調査や遺族への報

告についてはゆるがせにできない問題があると結論付けた。 

以下、基本調査に何が求められているかを明らかにしながら学校及び教

育委員会の対応について検証する。 

イ 生徒への聴き取りについて 

(ｱ) 「指針」における子供への聴き取りの位置付け 

基本調査において、「状況に応じ、亡くなった子供と学級や部活動にお

いて関係の深かった子供への聴き取り調査も、適切に実施する。ただし、

自殺の事実が伝えられていない場合には、子供への調査には制約を伴う」

とされている。 

また、「アンケート調査や聴き取り調査を実施する場合、これらは詳細

調査において、専門的な見地から適切かつ計画的に実施されるべきである

一方で、アンケート調査や聴き取り調査は可能な限り速やかに開始するこ

とが望ましい」「このため、設置者は、学校から基本調査の結果の報告を受

け、詳細調査への移行を判断する際に併せて、詳細調査の組織の設置まで

更に１週間以上を要するなど時間がかかる場合には、この時点で詳細調査

に先行して、アンケート調査や聴き取り調査を実施するかどうかを速やか

に判断する」「得られた情報の取扱いについては、必ず調査実施前に具体的

な方針を立て、遺族に説明し、理解を求めることが必要である」。なお、詳

細調査に「先行した調査の実施主体を学校が担う場合、設置者の人的支援

や専門家による支援が必要であり、例えばアンケート調査の集計や、聴き

取り調査の実施のための指導主事の人的支援などが必要となると考えら

れる」とされている。 

(ｲ) 本事案の基本調査における生徒への聴き取りについて 

学校は、基本調査における聴き取りを、２日間に生徒５人を来校させて、

生徒一人ずつそれぞれの生徒の担任と学年主任とで行った。緊急事態宣言
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中にも関わらず生徒ｂにはすぐに聴き取りを行った点、共通の質問事項を

準備し複数の教職員から聴き取った点、学校教育事務所及び教育委員会事

務局人権教育・児童生徒課（以下「人生課」という。）がスクールスーパー

バイザー（以下「ＳＳＶ」という。）を学校へ派遣し、生徒から適切に聴き

取りが行えるように学校を支援したことは評価できる。 

しかし、生徒からの聴取を実施した結果、本件生徒の自殺に関わること

やいじめについての事実については何ら明らかにされていない。聴き取り

を行う際に、①自殺の事実を伝えて聴取するかを遺族に打診しなかった点、

②こころのケアの目的で聴取が行われた点、③聴取の対象が５人と限定さ

れた点は問題である。以下詳しく述べる。 

ａ 自殺の事実を伝えて聴取するかを遺族に打診しなかった点の問題性 

一般的に、自殺した生徒に関する事実関係を他の生徒から聴取する場

合に、聴取対象となる生徒に対して死亡理由が自殺であることを伝えて

聴き取りを行う場合と伝えないで聴き取りを行う場合では、前者の方が

なぜ自ら命を絶ったのかという理由や状況に関わる情報が得られやすい。

したがって、指針にある背景調査の趣旨に沿って、基本調査の段階で生

徒への聴き取りそのものを実施するかどうかを検討し、もし、実施する

場合には、詳細調査と同様に、調査の目的、聴取の対象や方法などを遺

族へ説明するとともに、合わせて、自殺であることを伝えて聴き取りを

行うかどうかを遺族の意向を踏まえて検討する必要がある。 

学校は遺族の「おおごとにしないでほしい」旨の発言を受けて、在校

生への説明に本件生徒が自殺したことは伝えないことを自殺後間もない

時期に決定していた。そして、学校は、５月７日にＳＳＶから自殺であ

ることを伝えて聴き取りを行う必要があると助言を受けた。 

学校が、ＳＳＶの助言を受けながら、その方針を生徒への聴き取りを

行う時に改めて再検討することもなく、また聴き取りにおける遺族の意

向を再度確認するなどの手続を取らなかった点は問題である。 

また、ＳＳＶの助言の場には、学校教育事務所指導主事及び人権教育・

児童生徒課所属の指導主事（以下「人生課指導主事」という。）が同席し

ていた。しかし、基本調査は、学校主体の調査であるとし、ＳＳＶの助言

を具体的にどのように実現していくかを当該中学校の教員へ十分に指

導・助言することなく学校に判断を委ねている。 

本事案において、遺族が「おおごとにしないでほしい」との意向を示

していたのは、いじめによる自殺ということを伝えることで全員がいじ

めた訳ではないのに大騒ぎになり全く関係のない子へも迷惑をかけてし

まうということが心苦しく、また、関わりのあった子どもたちには、大

人側から「いじめ」や「自殺」を指摘されなくても、自分自身がやったこ

とを自主的に認めてほしいという気持ちが強く、子どもたちに対して、

いわば人間性を期待したからだと思われる。 

このように、遺族は突然に我が子を失った悲しみの中で周囲の生徒へ

の影響を懸念し、関係する生徒への様々な思いを抱えている。したがっ
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て、遺族が、背景調査に対して切実な心情や揺れる気持ちがあることを

理解し、できる限りの配慮と説明が必要であるが、そういった配慮は見

られない。 

学校側から改めて遺族に意向を確認したときに、結果として、やはり

自殺の事実を伝えないでほしいという意向が表明される可能性も否定で

きないが、自殺の事実を伝えない中での聴き取りには制約が伴い、いじ

めなど自殺の背景事実に関する情報を十分に収集できない可能性がある

ことを事前に説明しておくことは、遺族に選択の機会を与え、また、そ

の後の調査結果への受け止めにもつながるため必要である。 

ｂ こころのケアを目的として聴取が行われた点の問題性 

早期の情報収集という基本調査の目的に沿って生徒の聴取は行われる

べきであったが、学校はこころのケアを目的とし、生徒から情報を収集

するための聴取を十分に行わなかった点は問題である。ＳＳＶからケア

と事実聴取を分けるべきという助言を受けていることを考えれば、教員

がこころのケアに徹するならば、事実聴取を誰がどのようにするかの検

討を行うことが必要である。 

ＳＳＶの助言の場には、学校教育事務所指導主事及び人生課指導主事

が同席していた。しかし、基本調査は、学校主体の調査であるとし、生徒

から事実を聴取することについて心理的抵抗感を有する当該中学校の教

員を前にして、ＳＳＶの助言を具体的にどう実現していくかについて実

効的な方策は何もないまま、ただ校長に対して、形式的に再度の事実聴

取の依頼のみを行って終えている。 

当該中学校の教員は、結局のところ、こころのケアを目的とした面談

を行った。そのようなスタンスで臨んだ面談であったとしても、生徒と

の面談において、生前から自殺に関連する相談を受けていたことや、本

件生徒がクラス内で仲間外れにされていたこと等の情報が生徒の氏名の

情報と共に提供されたのであるから、本件生徒を巡る出来事に関する事

実関係を自然な形で聴取することを期待できる状況であったといえる。

にもかかわらず、教員らは、それ以上に聴き取ることなく形式的・表面

的に聴取を終えている。 

その結果、これら教員が行う生徒との面談からは、いじめや自殺に関

わる重要な情報が得られなかっただけでなく、聴取に応じた生徒らが本

件生徒について思い思いに考え感じたことを話す機会にもなり得ず、こ

ころのケアにもつながっていない。 

なお、一般的に、専門家による聴き取り調査（詳細調査又はいじめ重

大事態調査）が実施されるまでには自殺時点から相当程度時間が経過し

ていることが多く、当然のことながら生徒の記憶は減退する。したがっ

て、自殺後、生徒の記憶が新しいうちに速やかに適切な手順や方法で事

実聴取することが必要である。また、一般的に、生徒の中には、学校の教

員による聴取に一度協力しているとの理由で専門家による改めての聴取

には協力しないとする生徒がいるから、聴取を行うのであれば、その場
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を大切な機会と捉えて、可能な限りの情報を獲得すべく努力する姿勢が

必要である。さらに、本事案のように、自殺当時は在校していた生徒が、

専門家による聴き取り調査を行う時点においては卒業してしまっている

場合も少なくないところ、在校時に一度も聴取を受けていない生徒であ

っても、卒業によって生徒の環境が大きく変わること等の事情によって

専門家による聴取への協力が得られないことがあるから、そのような観

点からも、自殺後早い段階で、より多くの生徒から事実確認の聴取を行

っておくことは必要である。本事案においては、残念ながら、基本調査

における情報収集は極めて不十分であるというほかなく、本専門委員会

における調査にも影響が及んでいる。 

ｃ 聴取の対象が５人と限定された点の問題性 

一般的に、いじめや自殺に関わる事実を明らかにするためには、アンケ

ートの実施や聴取する対象を広く検討し調査の計画を適切に行う必要が

ある。 

基本調査の生徒の聴取の対象は５人のみであった。また広く情報を集

めることのできるアンケートは、緊急事態宣言下の臨時休業（休校）明

けに実施されたが、通常の教育相談アンケート同様の形式であり、アン

ケート項目には、本件生徒に関わる項目は含まれないため、新たな情報

は得られていない。 

学校は、本件生徒が自殺した直後に、こころのケアの必要な生徒とし

て、本件生徒と関わり合いのある同じ小学校の出身者、１年・２年のク

ラスメートや所属していた部活動の部員などをリストアップして把握し

ている。本件生徒のいじめや自殺に関わる情報を適切に効果的に集める

ためには、５人に限定せずに聴取の対象を広く検討することが必要であ

る。 

学校側は、聴取の対象とする生徒を５人に絞った理由について、緊急

事態宣言下の休校中に生徒を呼び出して行う聴取であり、本件生徒の死

亡が自殺であることを生徒や保護者に周知していない状況の下で、個々

の生徒からの聴取の都度保護者へ聴取の了解を得ることを通じておおご

とになってしまう懸念があったとしているが、他方で、(ｲ)で述べたとお

り、面談した生徒から名前の挙がった数少ない生徒に対してさえ追加し

て聴取することは行っていないことからすれば、そもそも、事実関係を

可能な限り明らかにしようとする姿勢を欠いていたと評価せざるを得な

いのであって、何ら正当化できるものではない。 

学校教育事務所は、当初は聴取者を少人数に選定したとしても、聴取

した生徒から事案の真相解明につながりそうな何らかの情報が得られれ

ばそこから対象者を広げていくという方針だったが、結局のところ聴取

対象は５人に限定されたままであった。そして、５人から聴取した内容

が不十分であるとも判断し、当該中学校側に対して再度生徒ｂへの聴取

を依頼しているが、学校側は応じていない。 

ウ 遺族への基本調査の報告について 
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(ｱ) 調査途中の遺族への報告について 

校長が本件生徒の自殺直後から遺族へ弔意を示し続け、誠意をもって対

応を続けたことは理解ができる。しかし、校内で得られた情報を遺族へ断

片的に伝えたことは問題である。 

それによって遺族は本件生徒の自殺の原因が家庭にあると学校から言

われたように感じ、それまで学校へ協力的であり、様々な葛藤を抱えなが

らも「学校はやることをやってくれた」と表明していた遺族が学校へ不信

感を抱くようになっている。 

調査途中の情報のうち一部の情報を断片的に提示されると、遺族にとっ

ては強く印象に残るがゆえに、遺族がその一つの情報で決めつけられたよ

うに受け止めてしまう可能性がある。そのような誤解が生じないためにも、

集まってきた情報を整理し適切なタイミングを検討し説明する必要があ

る。 

(ｲ) 終報告について 

ａ 学校から遺族に向けて 

背景調査において、亡くなった子どもを も身近に知っている遺族の

協力は不可欠である。したがって、引き続き協力が得られるように、基

本調査の報告の際にも遺族に対してできる限りの配慮と説明を行うこと

が求められる。 

そして、 終報告においては、早期の情報収集という基本調査の目的

に鑑みて、学校は情報収集の結果明らかになった事実と明らかになって

いない事実を、これまでの遺族の要望を踏まえ報告することが必要であ

る。 

遺族は基本調査の 終報告で、いじめと自殺との因果関係について触

れられなかったため、学校及び教育委員会へ更なる不信感を抱いている。 

そもそも、遺族が本件生徒の自殺直後から学校側に求めていたいじめ

の有無やいじめと自殺の因果関係の調査は、整理・収集された事実の評

価に当たるものであるから、基本調査ではなくその後の詳細調査及びい

じめ重大事態調査において調査・検討されるべきことである。 

学校は基本調査でできることとできないことを調査を開始するに先

立ち、遺族へ丁寧に説明すべきであったし、遅くとも 終報告の時点に

おいては、学校は遺族から問われる前に誠意をもって丁寧に伝えるべき

であったが、そのような対応はなされていない。 

ｂ 教育委員会から遺族へ向けて 

教育委員会は、学校主体の基本調査を指導・支援し、基本調査の経過

及び整理した情報等を学校とともに適切に遺族へ説明することが必要で

ある。 

学校教育事務所は基本調査の 終報告の目的を学校が本件生徒をし

っかり見守っていたということが遺族へ伝わることであると設定した。

また、いじめがあった当時、事実関係の一部が教員によって認識されて

いたにもかかわらず「学校いじめ防止対策委員会」においていじめの認
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知がなされていなかったことを踏まえ、「いじめ」の表記を残すことは相

当でないと判断し、学校側が作成した案にはあった「いじめ」の表記を

全て削除するよう指導している。 

しかしながら、本来、学校からの基本調査の報告は、詳細調査及びい

じめ重大事態調査への移行の判断に用いるためのものである。そして、

本事案においては、学校教育事務所は、遺族が、いじめの事実や自殺と

の因果関係を明らかにしてほしいと求めていることを認識し、当然に詳

細調査に移行することを想定していたのであるから、いずれ詳細調査（重

大事態調査）において、いじめの有無や自殺との因果関係が明らかにさ

れるものであり、基本調査がその前提となる事実に関する情報収集の段

階に位置付けられることを十分に認識していたはずである。そうである

とすれば、基本調査の 終報告の目的を、「学校が本件生徒をしっかり見

守っていたということが遺族へ伝わること」に設定した学校教育事務所

の方針は、基本調査の目的を逸脱し、誤っているというほかない。 

結局、 終報告の内容は、事実についての調査報告を待っていた遺族

の意向と相反するものとなった。そして、「いじめ」の文言を削除したこ

とにより、学校教育事務所にその意図がなかったとしても、学校がいじ

めの事実に向き合っていない印象を与え、遺族がそのような学校の姿勢

に対して不信を抱いたとしても不思議ではない。 

さらに、人生課においても、学校教育事務所の方針の問題性に気付か

ず、これを是正できなかった点は、本専門委員会の事務局を担う部署で

あり、いじめ事案への対応について専門的知見を有していてしかるべき

であるだけに誠に残念である。 

 

２ 同種事案の再発防止に向けて 

(1) （いじめの）事実確認の必要性とそれを可能にするための方策 

ア あるべき事実確認の手法 

いじめの疑いがある場合には、いじめの全容解明のための事実の確認を行い

（法 23 条２項）、その事実確認を踏まえて、いじめを受けた子どもへの支援

や関係する子どもへの指導等の措置を行うことが求められる（同条３項）。事

実関係の全容を正しく把握することは、適切な支援や指導の前提として不可

欠である。 

いじめの全容解明とは、いじめの事実関係のほか、その背景事実やいじめを

行った子どもが抱える問題などを含め、正しく把握することである。そうす

ることで、いじめを行った子ども一人ひとりに見合った指導や支援が可能に

なり、いじめを受けた子どもへの真に実効的な支援にもつながる。 

本事案を踏まえ、あるべき事実確認の手法について、以下に列挙する。 

①いじめの疑いが生じた場合、まず、学校内のいじめ防止等対策組織に事案

を報告し、組織的に、事実確認の方法を検討する。法２条１項の「いじめ」

の定義は広く、学校現場では軽重様々ないじめの疑いのある事案が起こるも

のであるが、全ての事案について、組織的に事実確認を行うことで、背景事
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実を含めた事案の全容を解明でき、その後の適切な認知、支援、指導につな

げることが可能となる。 

②いじめを行った子どもとして複数人の名前が挙がっている場合、教職員が

役割分担して、それぞれ個別に聴取する。可能であれば、いじめを行ったと

考えられる全ての子どもの聴取を同時に行うことが望ましい。同時に聴取で

きない場合には、いじめを行ったと思われる子どもの人間関係、口裏を合わ

せるリスクなどを考慮して、聴取する順番を工夫する。 

③複数の子どもから聴取した場合、教職員は、子どもから聴取した内容を持

ち寄り、食い違っている部分がないか確認する。供述内容に齟齬があれば、

再度、子どもから聴取するなどして、事実関係の解明に努める。 

④誰が、いつ、どこで、何を、どのくらいしたのかなど、個別具体的な事実

を丁寧に聴取する。いじめに複数人が関わっている場合、具体的に誰がどの

ような関わり方をしたのか、いじめを行った子ども同士の力関係なども意識

しながら聴取する。 

⑤いじめを行った子どもの動機など、主観についても、丁寧に聴取する。そ

の際、自己正当化や責任転嫁につながらないよう、事実確認と本人の思いを

分けて聴き取ることを心掛ける。 

⑥周辺の子ども（例えば、目撃者として名前の出た生徒、信頼できる学級委

員など）からも、事実関係を聴取すべき事案もある。周辺の子どもが真実を

語ってくれるかどうかは、教職員との間で信頼関係が築けているかどうかに

よる。日ごろから子どもと信頼関係を築くよう努めるとともに、聴取する際

は、話しやすい環境を整える。 

⑦事実関係を聴取する際は、必ず正確な記録を残し、他の教職員と情報共有

できるようにする。 

また、証言の信用性にも配慮しつつ、聴取結果をもとに事実関係について検

討し、記録化を行い、いじめ防止等対策組織へ報告する。その後、同組織で

いじめを認知した場合には、事案ごとに記録をファイリングする。 

イ あるべき事実確認を可能にするための方策 

(ｱ) 体系的に学べる研修の実施、マニュアルの活用 

あるべき事実確認の手法を、全教職員が習得するには、ＯＪＴ（On the 

Job Training：経験豊富な教職員が、学校で実際に起こる事案を通して、

手法を伝えること）だけに任せるのではなく、体系的に学べる研修の実施

やマニュアルの活用が大切である。 

横浜市には「『いじめ』根絶！横浜メソッド」（増補版を含む）があり、

その中で、事実確認のための子どもへの聴取について、聴取方法や聴取項

目など、具体的な留意点が示されている。 

教育委員会主導のもと、こうした体系的なマニュアルを使った研修を実

施し、マニュアルの存在と内容を全教職員に周知し、個別の事案に活用で

きるようにするべきである。 

なお、いじめが疑われる事案は様々であり、事実確認についても、ケー

スごとに異なる配慮が必要となり得る点について、周知する必要がある。
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事実確認は、いじめの全容解明のために行うものであるという目的を忘れ

ず、事案の特徴や聴取対象となる子どもの立場や個性などに配慮して行う

ことが大切である。 

(ｲ) 聴取事項シートの活用 

教育委員会が主導し、必要な聴取事項についてまとめたシートを作成し、

教職員が子どもから事実関係を聴取する際は、そのシートに書き込んでメ

モを取るようにすることを奨励すべきである。 

聴取事項シートは、誰が、いつ、どこで、何を、どのくらいしたのかな

ど客観的事実に関わる聴取事項、生徒側の動機や思いなど主観的事実にか

かわる聴取事項を分け、聴取した日時、聴取対象となった生徒、担当した

教職員などについて、一目で分かる形式を整えると共に、事案に応じた聴

き取りが可能となるよう、フリースペースを設ける。 

(ｳ) 記録化及び情報共有に関するマニュアルの作成 

教育委員会が主導し、記録化や、事案ごとの記録管理、情報共有のあり

方についてマニュアルを作成する。 

マニュアルには、記録化する際の記載事項やファイリングの方法などを、

具体的に示す。 

 

(2) いじめの認知の重要性とそれらを可能にするための方策 

ア いじめの認知の意義と学校全体として行うことの必要性 

(ｱ) 当該中学校においては、本件生徒へのニックネームによるからかいに関

しては、７月 12 日、「いじめ防止対策委員会」で情報共有されたが、いじ

めとして認知はされなかった。当該中学校では、認知するか否かは、事実

上、各学年の判断に委ねており、そのため、学年ごとに認知数についても

大きなばらつきがあった。本報告書においては、当該中学校のいじめの認

知のあり方について問題性を指摘したが、改めて、いじめの認知とは何な

のか、なぜ学校全体としていじめの認知が必要なのか、を確認する必要が

ある。 

(ｲ) 法 23 条１項は、「学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等か

らの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談

を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを

受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置を

とるものとする。」と定めており、学校の教職員がいじめを発見し、又は相

談を受けた場合には、速やかに、学校内のいじめ防止等対策組織（当該中

学校においては「いじめ防止対策委員会」）に対し、当該いじめに係る情報

を報告し、学校の組織的な対応につなげなければならないとされている

（「いじめの防止等のための基本的な方針」（平成 25 年 10 月 11 日文部科

学大臣決定（ 終改定平成 29 年３月 14 日））Ｐ30）。 

  そして、いじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、

及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、

福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた
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児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する

指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとするとされてい

る（法 23 条３項）。 

上記のとおり、法律上、いじめの確認からいじめへの対処（指導・支援・

経過観察等）に至る一連の対応は組織的になされることが想定されている

が、それは、子どもが他の子どもの行為によって心身の苦痛を受けている

という法２条１項に定められている事態の評価やそれに対する対処方法

の判断が容易ではなく、これを一部の教職員に委ねることは大きなリスク

をはらむことになるからである。例えば、法２条１項に定める事態には、

本来は子どもたち自身の力によって解決し乗り越えてゆくべき事態と評

価し得るものや教職員による指導・支援がなされることによって速やかに

解決し、振り返ってみれば一過性の出来事であったと評価し得るものもあ

れば、そのようなものとは対極にあるもの、すなわち、子どもが受けた心

身の苦痛の背景に、教職員の目には見えていない他の子どもによる陰湿な

言動等が潜んでおり、それが継続して子どもに耐え難い心身の苦痛を与え

続けているものなど、様々な事態が含まれる。このように、子どもが置か

れた状況、心身の苦痛の内実の評価は容易ではなく、それゆえに、その心

身の苦痛から救済するための方策の提示も容易ではない。起きている事態

の評価や対処方法に関する判断を一部の教職員の手に委ねることは、本来

見逃すべきではない事態を見逃してしまうという危険があることから、法

は、いじめの確認からいじめへの対処に至る一連の対応において、専門家

の助力も得つつ、組織的に対応することを求めているのである。 

(ｳ) このことを前提にした上で、いじめの「認知」とは何なのかを改めて考

える必要がある。上記のとおり、法２条１項に定める事態には、実際には

教職員が介入する必要が乏しい、又は介入することが相当でないと判断さ

れるものから、教職員が積極的かつ組織的に介入して対応すべきものまで

千差万別であるが、いじめの認知は、前者と後者を区分けすることである

と考えるべきである。換言すれば、いじめの認知は、法２条１項の定める

事態の中から、教職員による対処が必要かつ相当だと考えられる事態を適

切に拾い上げ、当該事態については教職員による組織的かつ継続的なモニ

タリングを行うことを宣言することであるということができる。 

教職員による積極的かつ組織的な介入が必要かどうかを見定める上で

は、ただ単に法２条１項に定める文言に当てはめて「いじめ」とするので

は足りない。いじめの認知は、背景事実等の調査も踏まえた価値的判断で

あり、各教職員の経験値、専門性等を踏まえた多角的視点による検討が必

要であることから、一部の教職員に委ねるのではなく、学校全体として行

うことが求められるのである。 

(ｴ) なお、上記のように考えるとすると、法２条１項に定義された「いじめ」

の範囲と本専門委員会が「認知」を求める「いじめ」の範囲が異なること

になり、法の解釈として誤っているのではないか、実質的にも、学校が対

処すべきいじめを取りこぼしてしまうのではないかといった反論が予想
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されるので、付言しておきたい。 

ａ 法２条１項は、子ども同士の関係性、子どもの何らかの行為、行為の

対象となった子どもの心身の苦痛をもって「いじめ」を定義している。

したがって、例えば、好意から行った行為が意図せずに相手方の子ども

に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合も、形式的には、法２条

１項の「いじめ」に該当することになる。しかしながら、他方で、法４

条は、「児童等は、いじめを行ってはならない。」と定めている。法４条

では、明らかに「いじめ」を行ってはならないもの、許されないもので

あるとの価値判断のもとに規定している。したがって、前述の好意から

行った行為が意図せずに相手方の児童等に心身の苦痛を感じさせてし

まったような場合について、これを法４条の「いじめ」に該当すると考

えるのは無理がある。もしこれが法４条の「いじめ」に該当するという

のであれば、子どもは他の子どもに心身の苦痛を感じさせる可能性のあ

る行為をおよそ行ってはならないというメッセージを発してしまうこ

とになり、学校という集団生活の場において子どもが他者と交流しなが

ら社会的成長を遂げてゆく機会それ自体を否定することにもなりかね

ないからである。 

また、法 23 条３項は、「いじめがあったことが確認された場合には、

……いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを

行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行

う」としている。同条項にいう「いじめ」は、いじめを受けた子ども・

保護者に対する支援に加えていじめを行った子ども・保護者に対する指

導・助言を継続的に行うことが求められるもの（法２条１項に定める事

態よりも限定されたもの）を指していると考えることができる。法 23

条３項からすれば、いじめの「確認」は、いじめを行った子どもに対す

る指導の義務を発生させるものであるから、子どもに対する指導を正当

化し得る根拠が必要であるというべきであって、法 23 条３項の「いじ

め」が法２条１項の文字通りの「いじめ」を意味すると考えることはで

きないのである。 

以上のとおり、法の他の条項に規定された「いじめ」も含めて「いじ

め」の概念を統一的に理解しようとするならば、法２条１項の文言を文

字通り捉えてこれを「いじめ」とするのでは不十分であることは明らか

である。 

ｂ 他方、学校が対処すべきいじめを取りこぼしてしまうのではないかと

の点については、むしろ、学校現場の現実がどうなっているのかという

ことを踏まえた検証が重要である。 

法の制定によって、「いじめ」の定義が広くなったということを受け

て、学校現場では、法上の「いじめ」を広く認知して教育委員会に報告

すべきものとされている。しかしながら、法２条１項の文言に該当する

「いじめ」は、日々、学校・学級の中で無数に生起するものであるから、

これを全て学校において「いじめ」として認知するというのはあまりに
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も非現実的である。このことは管理職を含む学校の教員の当然の認識で

あろうと思われる。本専門委員会が多数の事案を調査した結果としても、

そのような実態が浮かび上がってくる。そうすると、法２条１項の文字

通りの「いじめ」の中から、認知される「いじめ」が絞り込まれること

になり、その絞り込み自体は、法２条１項の事態があまりにも広範であ

るために現実的に避けられないことであると考えられる。問題はその絞

り込みの過程である。その絞り込みの過程が、担任教諭等個々の教員の

判断に委ねられ、学校内のいじめ防止等対策組織における多角的視点

（教員のみならずＳＣや養護教諭の視点も重要になる。）からの集団的

討議を経ていないことが少なくなく、そうすると、重要な案件がこぼれ

落ちてしまう懸念がある。そこに看過できない問題性があり、本事案も

正にそのような事案である。 

本専門委員会は、上記のように、法２条１項の事態があまりにも広

範であり、認知される「いじめ」が絞り込まれること自体は避けられな

いという現実を真正面から認めた上で、組織的・継続的なモニタリング

が必要な事案を適切・実効的に拾い上げる仕組みを構築することを提案

するものなのである。 

ｃ なお、法 23 条３項は、「いじめがあったことが確認された場合には、

いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教

職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を

得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめ

を行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に

行う」としている。 

上記のとおり、法 23 条３項は、「いじめ」が確認された場合には、組

織的かつ継続的に対応することを明示しているところ、本専門委員会は、

法 23 条３項に基づく対処の前提となる「いじめ」の確認のことを「認

知」と位置付け、これを学校内のいじめ防止等対策組織において行うべ

きであると提言していることにほかならない。 

イ いじめの認知を学校全体として組織的に行うための方策 

(ｱ) いじめ防止等対策組織を独立した組織として設置すること 

法 22 条は、全ての学校に、複数の教職員、心理、福祉等に関する専門

家その他の関係者により構成するいじめ防止等対策組織を設置すること

を要請しており、横浜市いじめ防止基本方針では、「学校の組織づくり」に

ついて、月に１回以上開催する常設の「学校いじめ防止対策委員会」は、

「既存の組織とは兼ねず、別に置く」と定めている（11 ページ）。 

当該中学校では、「いじめ防止対策委員会」は、従来から行われていた

「学年連絡会」の時間帯に、兼ねて行われ、いじめに限らず、不登校、発

達の課題など、生徒たちの様々な問題を報告する場となっていた。本専門

委員会が複数の重大事態調査を通じて得た知見によれば、このような形で

いじめ防止等対策組織の会議を他の会議と兼ねている学校は当該中学校

に限られない。しかしながら、様々なテーマが扱われる会議において、い
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じめに関して検討できる時間は十分ではない。いじめの認知という作業、

すなわち、法２条１項の定める事態の中から、教職員による対処が必要か

つ相当だと考えられる事態を適切に拾い上げる作業を組織的に行うため

には、十分な時間を確保することが必要であり、いじめ防止等対策組織を

他の組織とは区別した独立した組織として設置すべきである。 

(ｲ) 各教職員から法２条１項の事態がいじめ防止等対策組織に適切に報告

されるための仕組み作り 

上記のとおり、いじめの認知は、法２条１項の事態の中から教職員によ

る積極的かつ組織的介入が必要な事態を適切に拾い上げる作業であるか

ら、まずは各教職員からいじめ防止等対策組織に対して、各教職員が把握

した法２条１項の事態が適切に報告される必要がある。 

法２条１項の事態は、全ての教職員のもとで発生し、全ての教職員が例

外なく認識するものであることからすると、教育委員会において定型的な

報告シートを作成した上で、これを各学校に提供し、いじめ防止等対策組

織を開催するごとに、全ての教職員が、そのシートを用いて法２条１項の

事態を報告する（もし、報告対象期間内に法２条１項の事態が１件も存在

しないという場合には、当該シートの代わりに、０件であることの報告書

を提出する）ことをルール化すべきである。 

(ｳ) 教育委員会において、いじめ防止等対策組織の会議録の書式について、

検討すべき事項を遺漏なく盛り込んだ定型のものを作成し学校に提供す

るとともに、指導主事において会議録の内容を定期的に確認することを心

がけること 

教育委員会は、平成 29 年 10 月 17 日付の「『学校いじめ防止対策委員

会』における会議録作成について」と題する通知を発し、「学校いじめ防止

対策委員会」を常設し、月１回以上、定期的に開催することを前提に、会

議録の書式を作成し、統一するとともに、会議録の記入例を示している。 

記入例には、「いじめを発見し、その対応を検討したケース」（記入例１）

と「月１回以上定期的に開催する『学校いじめ防止対策委員会』を実施し

たケース」（記入例２）があるが、当該中学校においては、記入例１に相当

するものが存在していない。 

既に述べたように、学校内のいじめ防止等対策組織においては、法２条

１項に定める事態の中から、教職員による積極的かつ組織的な対応が必要

な事態を拾い上げる作業が重要であるから、教職員においてその重要性を

常に意識できるようにしておく必要があり、そのために、教育委員会にお

いては、各学校に対し、記入例１に定めるような情報共有事項、いじめの

認知、今後の取組事項等を記入する書式の作成を義務付け、又は少なくと

もこれを強く奨励すべきである。また、「情報共有事項」「今後の取組事項」

という表記のみでは抽象的にすぎるから、例えば、情報共有事項について、

「行為した児童等」「対象となった児童等」「確認された行為」「対象となっ

た児童等の心情」「背景事実」「児童生徒間の日頃の関係性」といったよう

に、一般的に情報共有を図るべき事項を具体化し、遺漏なく書き込めるよ
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うにしておく、「今後の取組事項」については、取り組んだ後の経過を追跡

し、確認・検証できるように記載欄を設けておく、といった工夫も検討す

べきである。 

さらに、会議録の作成を義務付け、又は奨励するだけでなく、いじめの

確認、対処を効果的に実施できるようにするための会議が実際に開催され

ているかどうかを確認するため、学校教育事務所の指導主事において、定

期的に学校を訪問し、会議録の作成のみならず、その内容についても丁寧

に確認し、必要に応じて当該校の管理職をはじめ職員に確認し、必要に応

じて指導・助言するなどの対応を行うべきである。 

 

(3) いじめを受けた子ども及び保護者に対する支援の充実化 

ア いじめを受けた子どもの心情を理解すること 

いじめを受けた子どもの支援をするためには、子どもがいじめによってどの

ような心情になっているのかということを把握していくことがまず不可欠で

ある。しかしながら、周囲の大人が真摯に誠実に子どもの話を聴いたとしても、

子どもからすぐに直接的かつ具体的に心情が語られる機会はそう多くない。な

ぜならば、混乱の中で自分でも自分が分からないことがあり、また、いじめら

れた自分を周囲がどう受けとめてくれるのかなどの不安があるため、自分の心

情をそのまま言語化し吐露することが非常に難しいからである。 

「『いじめ』根絶！横浜メソッド（平成 26 年１月 17 日発行）」掲載事例１か

ら５を参照し、いじめを受けた子どもの心情をまとめると以下のとおりとなる。 

① いじめられる理由が分からない：自己の主体性が奪われる 

② みんなが何を考えているか分からず怖い：恐怖感が生じる 

③ いじめられる理由を自分が悪いからと考えてしまう：自責感や劣等感が

生じ自己評価が低下する 

④ どうして誰も助けてくれないのだろう：無力感や孤立感が生じる 

⑤ 自分がいじめられると友達が離れていく：深い喪失感や孤立感が生じる 

⑥ 誰も信用できないと思ってしまう：不信感、不安感や孤立感が生じる 

⑦ この先のことや将来のことなんて考えられない：時間感覚の喪失 

⑧ 学校と家だけで逃げ場がない：孤独感や孤立感が生じる 

⑨ 理由も分からず解決にも至らず学校に行けなくなる：不登校になる 

⑩ 今でも思い出したくない：こころの傷として残る 

支援に際し、いじめられた子どもから心情が語られなくとも、また周囲の大

人が声掛けした際に子どもが「大丈夫」と答えた時にも、上記の心情がそれぞ

れ程度の差はあれいじめを受けた子どもに生じているのだと捉えて対応し続

けていく必要がある。なぜならば、いじめ行為が止むことは当然に求められる

ところであるが、上記に記した心情は、いじめ行為が止んだからといって容易

にすぐに回復するものではないからである。子ども自身が学校や家庭において

主体性を回復すること、安全感と安心感を回復すること、周囲とのつながりを

回復すること、そして時間感覚を取り戻し将来への希望を再び抱けるようにな

るまで関わり続けることが求められる。 
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イ いじめがストレスとなり心身の健康に影響を与えることを理解すること 

いじめは当然ながらいじめを受けた子どもにとってストレス源となる。スト

レスが心身に影響を与えるその仕組みを正しく理解することは、いじめを受け

た子どもの反応を適切に受け止めることにつながり、さらにはいじめを受けて

いると思われる子どものサインにも気づきいじめの未然防止にもつながると

考える。 

ストレス状態とは、心と身体に圧を与える出来事や状況から緊張状態になる

ことである。そして、そのストレス反応が心、身体と行動面に生じてくる。心

の反応は、不安感やイライラが高まり、憂鬱感や悲壮感などが生じてくる。心

の機能の変化として集中が困難となり意欲や判断力の低下などがみられる。身

体面には、自律神経系とホルモン分泌系に影響があり、頭痛、腹痛、睡眠障害、

食欲不振（亢進）や月経不順など、全身のありとあらゆるところに様々な症状

が生じてくる。行動面の反応は、遅刻や早退が増え学校を休みがちとなり、今

までできていたことができなくなることが起きてくる。 

ここで重要なことは、ストレス要因の具体はそれぞれ別個にあるが、その

様々な要因が積み重なり累積された総体となって心身へ影響を及ぼすことを

理解することである。特に、思春期を迎え大人への過渡期にいる子どもたちは、

心身の成長に伴って自意識が芽生え、自分と他者を比較して劣等感を持ちやす

く不安定になりやすい。同時に、親からの自立が進み、家族よりは仲間との交

流を優先し、異性への興味関心も高まっていく。昨今は、リアルな世界だけに

とどまらずにネットやバーチャルな世界での人間関係もある。思春期にある子

どもたちは、仲間からのいじめの出来事のインパクトが他のストレスとなる出

来事や状況とも重なり心身へ影響するので、当然にそのストレス反応は大きく

なるものである。 

本件生徒は、体調不良による保健室の利用が増え、家庭でも医療機関を受診

するなど対応していた。日直日誌には、受診後の本件生徒の、原因はストレス

の可能性がある旨の記述が残っており、これを教員が目にするところまで至っ

ていたのであるが、それ以上の心身のケアに結びつかなかった。学校は、スト

レス状態にある子どもを把握した時には、まずは養護教諭やＳＣと連携して教

育相談を行い、そして保護者に家庭での様子を聴くなど保護者との連携も進め

る。学校と家庭での様子を総合的に捉えて、必要ならば保護者と専門の医療機

関の受診をするかどうかの相談を行うことが求められる。 

ウ 継続的な支援の方策について 

いじめを受けた子どもへの支援の基本は、回復に向けて大人が共に歩むとい

う態度で子どもとつながり続けることである。子どもとのつながりが細く今に

も途切れそうな場合にはそのつながりを維持することであり、それを経て次第

につながりを確実なものとしていくこと、そしてつながりを増していくことに

ある。 

(ｱ) 子どもの回復とつながりを記録していくこと 

学校がいじめを受けた子どもとつながり、子どもへの支援の方針を組織で

共有し検討するために、学校内のいじめ防止等対策組織において認知された
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いじめの記録のファイリングに子どもの回復の経過が分かる記録を重ねて

いくことを提案する。ただし、記録をつけることは子どもの心情に向き合う

ためであり、ただ記録をつけることが目的となることは避けたい。そして、

記録の作成が教員の大きな負担とならずに、むしろ子どもの心情を想像し子

どもとのつながりを把握する機会となり、校内支援の検討の際には資料とし

て用いることができることが望ましい。 

子どもの回復の記録には学校の対応とともに、その際に、本人の発した言

葉や態度をそのまま記述することが大切である。例えば、「教員の目を見て

『大丈夫です』とはっきりと言った」場合と「伏し目がちに、『大丈夫です』

と小さい声で言った」場合では、想像する子どもの心情は異なるものとなる

であろう。心情とは目に見えないものであるからこそ、目の前の子どもの発

する言葉と態度をできるだけ正確に記述することが必要である。 

重ねた記録は、いじめ防止等対策組織や校内支援会議などにおいて複数の

教職員で確認し検討し、子どもへの関わり方や子どもの回復の経過について

ＳＣやＳＳＷに意見をもらうなど工夫することで、より子どもの心情の理解

をすすめてほしい。さらには、保護者と連携し学校だけでは知ることができ

ない子どもの様子を理解し加筆することも大切である。 

記録は日々の面談や対応をした際にするだけでなく、いじめが起きてから

３か月後は一つの事後の確認時期として設けていく。そして、少なくともい

じめの起きた年度は、学期毎ではなく長期休み明けや年度の変わり目の前後

に、本人との面談を設けて様子を把握するなどして記録していくことが大切

である。なぜならば、そのタイミングは、良い方向へも悪い方向へも子ども

の心情の変化が起きやすいからである。そして、年度の変わり目には担当す

る教員が変わる可能性があるため、校内での引継ぎ資料として活用していく

ことが望ましい。さらに、これらのタイミングでの記録には、今現在子ども

とつながっているのは誰か（教員や子ども共に）、どんな社会資源とつなが

っているかを把握し記録することが必要である。 

どのような記録を作成していくかは各学校の実情に合わせて工夫すると

ころであるが、教育委員会は工夫し実践している学校の取組例を情報発信す

るとともに、学校教育事務所の指導主事が学校を訪問し、いじめと認知した

事案の経過などを把握する際には、子どもの回復の記録が適切に作成されて

いるかどうかを確認し、必要に応じて助言すべきである。 

(ｲ) 実際に子どもとつながり続けるための工夫について 

ａ 子どもとのつながりを維持する試み 

子どもの心情によっては、恐怖感や不信感が強くあるため、周囲との関

わりを拒絶し登校や面談が難しい場合がある。その際には、保護者とつな

がることで間接的に子どもへつながり、ＩＣＴなどを用いて継続的に連絡

を入れるなど工夫する。回復への期間は、子どもの抱える心情に「気づい

ているよ」というメッセージを伝えていくことが大切である。 

学校は、いじめを受けた直後や子どもとのつながりを維持するために、

教員だけでなく子どもの心情を受け止めるＳＣや学校と子どもや保護者
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とのつながりを調整するＳＳＷの活用を今後も進めていただきたい。 

併せて、教育委員会は、子どもの抱える問題が多岐に渡ってきている現

状から、学校の教育相談体制の中で専門性をより発揮するために、ＳＣ及

びＳＳＷ向けの研修を引き続き実施し、更には人的な拡充を今後検討して

いただきたい。 

ｂ 子どもとのつながりを確実にしていく試み 

学校は、子どもたちが集団で学習することで社会性や自主性を育む指導

を行っている。通常、子どもへ「困ったら言ってね」「分からなかったら言

うように」と指導する。しかしながら、回復途中の子どもへの支援におい

ては、何に困っているか、何が分からないかを大人が想像しながら関わっ

ていくことが必要である。その姿勢が子どもとのつながりを確実なものに

していくと思われる。 

特に、中学校では心身のストレス反応が顕著な場合において学習面の問

題を抱えがちである。いじめによって自責感が生じ、自己評価が下がって

いるところに、さらに成績が落ちていくことは耐え難いことと思われる。

心身が回復途中の子どもの学習支援は、本人のペースを尊重しながら無理

のない範囲で、ＩＣＴなどを用いてオンライン授業への参加や補習の機会

の提供を設けていく。 

そして、子ども一人で成績が下がることを抱えないためにも成績開示の

際には、事前に保護者に対し成績が下がることの事実と記載の仕方に工夫

ができることを伝える。同時に、子どもにも保護者にも、成績票が高校進

学にどのように用いられるかについて説明するとともに、進学には様々な

選択があることを個別に説明することが必要である。 

ｃ 子どもとのつながりを増していく試み 

学校での安全感や安心感を回復するために、回復途中の子どもと関わる

ことができる大人や子どもを増やしていく工夫が必要である。 

次年度に向けてのクラス分けの作業は各学校で工夫して行われている

ところであるが、子どもの回復を促進するという目的において配慮するこ

とが望ましい。要望を聞きつつも、 終的には学校が他の子どもとの人間

関係を考慮し総合的に判断をしていく。学校は、新たな環境で周囲とのつ

ながりをより回復できるように、子どもの社会的スキル横浜プログラムな

どを活用し、客観的な指標を用いて子どもの心情の理解に努め、様々な機

会を工夫して仲間づくりを進めることが必要である。 

(ｳ) 子どものこころと体のつながりについて学ぶ機会を提供すること 

ストレスが子どもの心身へ及ぼす影響や子どもがストレスを抱えた時に

はどのような対応が望ましいかなど、子どもの心身の健康について大人が理

解を深めるために、養護教諭やＳＣが中心となって教員や保護者向けに情報

を発信することや研修を行うことが引き続き必要である。 

さらに、子どもたちにも自分のストレスに早めに気づき早めに対処するた

めに、授業で指導を行っている不安や悩みについて（小学校５年生）や、ス

トレスに関連する授業（中学校保健体育授業）をより充実させて行うことが
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必要である。授業の際にＳＣを積極的に活用することが望ましい。 

 

(4) 不登校の子ども及び保護者に対する支援の充実化 

ア 子どもへの支援のあり方 

身体的あるいは経済的な理由を伴わず、年間 30 日以上学校を欠席する（な

いしはそうなることが強く推察される）状態は不登校とよばれる。子どもにと

って学校とは１日の生活時間のうちの３分の１以上、起きている時間に限って

言えば約半分を過ごす場である。また、「毎日登校することは当たり前」という

一般的な考え方は、今なお現存する。そのため不登校という状況は、当人や保

護者、そのきょうだいにとって「尋常ではないことが起こっている」と認識さ

れることが極めて多い。 

また周囲は、登校できないことに強く動揺するあまり、「何とかして学校に

行かなければいけない」ということに関心が集中される。そのような場合に

往々にして見られるのが、「不登校になったことについては何か特定の原因が

あるはずだ」「それを解決すれば再登校ができるはずだ」という結論付けであ

る。またはより単純に、「どんな事情があるにせよ、とにかく登校すればよいの

だ」という結論に終わることもある。いずれにせよ、「学校に行けるか行かない

か」に関心が焦点化し、本人の事情や心情は「不登校の原因」の範ちゅうでの

み関心が払われることが少なくない。さすがに教員は保護者に比べれば露骨に

登校状況だけに関心が向かうことは少ないと思われるが、保護者の焦りへの対

応や、時には教員自身の焦りから、「登校するかしないか、しないとしたらどの

ような教育資源や教育的配慮が必要なのか」という次元で考えてしまうことが

ある。これは結果として、「学校」の次元でものを考えている点で、動揺してい

る家族と同質であるといえる。 

この状況では、子ども自身の心情や情動、事情への関心が登校に比べて相対

的に薄まってしまう。子ども自身も不登校状態へのいわれのない負い目から、

周囲と同様の焦りを呈することがある。また、成長途上である子どもは、自分

自身の心模様を把握しきれていない、自覚していても明確な言語にすることが

できない、状況を俯瞰的・多角的に見ることができないといったことが極めて

多い。これに加えて、不登校状態になったことによる心情的な変化や、健常な

心性から逸脱しているがために、そもそも認識することができない（病的な心

理や精神疾患など）心情などが加わることがある。こうなると、一番目につき

やすい、物理的な現象である登校状況に子ども本人の関心が向かう。これは不

登校における悪循環といえる。 

当たり前のようでいて意識されることが少ない事由の１つに、「不登校は単

なる外的な現象であって、均一な質のものではない」という事実がある。確か

に不登校に至る経緯や不登校から再度社会に参加する状態になるまでの過程

に、一定の傾向や質の近い集団、亜型は存在する。しかし本質的に「不登校」

というのは個別性の極めて強い現象の集合である。一般に「不登校」という現

象が特定の原因だけで生じることは稀であり、その子どもの病理性にも軽重の

差が著しい。このため、不登校状態の子どもへの支援には事務連絡や学習空白
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の補助、友人関係を支えるなどの共通する部分もあるにはあるが、その背後に

極めて多様な、問題の在りかすら多様で指摘し得ないような領域への支援が必

要とされる。 

にもかかわらず不登校の支援においては、時にパッケージ化された支援だけ

が提供されることがある。それは、そもそも支援者自身がそれ以外の視点を持

たないことに由来する。「その人がなぜそのような状態と認識されるようにな

ったのか、誰の視点によってそう見えたのか、ということについて社会的、心

理的、身体的などの広範囲における種々の要素や条件を総合したもの」は「事

例性」と呼ばれる。不登校の支援に必要なのはこの事例性の視点である。その

子がどのような環境に置かれているか、どのような経緯や背景を持っているの

か、どのような他者との関係性を持つのか、どのような心情を抱えているのか、

どのようにして時間を過ごしているのか、などについての広範な領域へのまな

ざしである。しかし、極めて事例性が高いことは汎用性が低く、そもそも概念

化しにくいことから研修会によっては提示されないことも多い。このような状

況も支援の硬直化に影響する。 

まとめると、不登校の当事者である子どもへの支援とは、「安心できるよう

に支援すること」ということに尽きる。心情に関心を向けることが、そのため

に も重要である。そのための手段としての学校との歩調合わせであり、学習

保証であり、地域資源の利用であり、家庭内のアメニティの充実であり、そし

て時に必要とされる専門的な心理職の援助（精神医療を含む）である。目に見

えず、当人が覚知できず、類型もなく、時には等閑視されている心情への着目

である。このあるのかないのかも分からないことを探り続けるためには、「不

登校」という括りを脇に置いて、事例性と心情に着目できるスキルの涵養が必

要であると考える。 

イ 保護者への支援のあり方 

一般的に、不登校という状態が生じた場合に関与の対象となる、ないしは深

刻の度合いが も高いと考えられるのは、子ども自身である。そして、保護者

については不登校にまつわる上述の動揺が生じているとしても、心的には健康

であると認知されることがほとんどである。また保護者の主な関心は（子ども

の幸福ということを除いて）登校状況ないしは教育資源との付き合い方にある

と考えるのは自然である。もちろんこの発想は正しいことも多いが、予想以上

にそうではないことが現実としては多い。 

不登校に続発して、ないしは全く無関係に保護者自身が心的な問題や複雑な

事情を抱えていることは珍しくない。保護者の主な関心も登校状況の改善では

なく、本人が呈する不機嫌やそれに伴う逸脱行為であったり、きょうだいへの

波及効果への懸念であったり、時には不登校を契機にわが子との会話が途絶え

たことだったりする。子ども同様、保護者も自分自身の心情を認識できていな

いことは多い。そして、それらがぼんやりと自覚できたとしても、「これは不登

校に対する苦悩である」と現実とは違う認識をしていることが多い。 

一般的に、保護者は保護者で１人の人間としての苦悩を子ども同様に抱えて

いるのだが、学校場面では「不登校の子の保護者」という立場と役目が期待さ
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れ、要請されていることを保護者は自覚し振る舞っている。両親それぞれが違

う思惑で過ごし、行動していることも多い。その場合でも、世間の目に見える

のはどちらも同じ「保護者」としての役割であるので、両親それぞれが「両親

がともに目的が一致している」様に振る舞おうとしていることは珍しくない。

このような無理な状態は後に破綻することもしないこともある。 

不登校状態にある子どもに対するのと同様に、保護者に対しても事例性への

着目と心情への着目が必要とされる。 

ウ 上記視点を踏まえた支援実現のための方策 

以上のように、子ども本人に必要なことと保護者に対して必要なことは同じ

である。ここで強調したいのは、事例性を知識として習得することは不可能で

ある、という点である。不登校状態を呈した子どもに当座必要とされる支援の

パッケージ、というのは実際に存在する。そのようなパッケージは具体的に提

示が可能であり、そのために研修での共有や習得が可能である。他方において、

「その人にだけしか通用しない」という事例性は、単純な研修会などで共有さ

れたとしても、他の人に通用しない可能性は高い。たまたま特定の個人に有効

だった方策を、別の人にも無考えに援用するのは不適切な可能性が高いし、そ

もそも支援の画一化を促しているのに過ぎない。だからといって事例性を強調

しすぎると、「結局ケースバイケースなので、研修しても仕方がない」という姿

勢を誘発しかねない。 

事例性に着目する、というのは知識によるのではなく、それに向かう姿勢で

あり態度である。これらの習得は、知識や知見習得のための通常の講義形式の

研修には不向きであろうと思われる（「不登校だけに注目するだけでは不十分

である」という気づきは講義でも習得は可能かもしれない）。 

事例性への着目や視点は、一般に事例検討会とよばれる討議で得られること

が多いと考える。検討会での報告者としての発表に際しての資料作りや情報の

収集などの準備、当日の質疑に対する応答や討論などを通じて、そのような視

点が得られると思われる。ただし、ここにはいくつかの落とし穴がある。第１

に、短時間の報告では、質疑応答の時間が短くなり、単に報告しただけで終わ

る。そうすると報告者も形通りの準備をすれば済むようになり、事例性から遠

ざかる。第２に、参加者の構成である。参加者が報告者と同じ組織の者であれ

ば、職場の実践文化の共有や知見の伝達には有利である一方、質疑自体の論点

や視点が硬直する。報告者も質疑の予想がつくため、短時間の報告と同様に準

備が型通りになる可能性が高い。参加者が報告者と別組織の者が多ければ、そ

の事例の概要を伝えるために、より練りこんだ資料と関心を必要とするし、質

疑の論点や視点も相対的に多様化すると思われる。第３に、参加人数である。

参加人数が多くなると参加者の中に討議に参加できない者、ないしはしない者

が存在する（質疑に参加しなくても目立たない）。事例性とはそれに関心を持

つ態度や姿勢であることを考えると、主体的に参加できない形での研修の開催

にはそもそも問題がある。第４に、報告を行う時期である。経験年数によって

知識量、認識できる範囲、熱意、また人生上の立場なども変わるのは当然であ

る。事例の報告は経験年数の浅い時期に経験すべきであるのはもちろん、それ
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以降の中堅や後進の指導を行うようなベテランになったとしても、それぞれの

立場で得るべきものがあるのは間違いない。むしろ中堅以降の方が技量が上が

る分、硬直化の恐れが高いともいえる。上級職になってから、若手と同じ研修

を行うには相当の決意と覚悟が必要であると考えられるが、だからこそ組織と

して行うべきであると考える。 

まとめると、これまでどおりの知識（不登校という現象の実態、知見の整理、

利用できる制度や資源、心的事象や心理状態など）に加えて、事例の検討会へ

の参加と発表を制度化するのが良いと考える。その際には、①発表時間、②参

加者の構成、③参加人数、④複数の適切な時期における発表者としての参加を

意識して制度化することが望まれる。 

 

(5) 生徒の自殺が発生した後の背景調査（基本調査）について 

  ア 自殺事案発生後の学校主体による調査の難しさ 

(ｱ) 本件生徒の自殺後に実施された「子供の自殺が起きたときの背景調査の

指針」に基づいて基本調査について、本専門委員会は、生徒からの聴き取り

の手法の問題性について、聴取対象となる生徒に本件生徒の死亡原因が自

殺であることを伝えた上で聴取するかどうかを保護者に打診しなかったこ

と、生徒からの聴取をこころのケアを目的として実施したこと、聴取対象の

生徒が５人に限定されたことの問題点を指摘するとともに、遺族への報告

についても、そもそも当該中学校が学校教育事務所の指導のもとに行った

基本調査の目的・内容が、指針の目指すものとは大きく異なっていたことも

あり、報告内容や説明が不正確、不誠実になったこと等の問題点を指摘した。 

(ｲ) このような事態の再発を防ぐために、いかなる方策を講じるべきであろ

うか。この点、本専門委員会は、特に自殺した児童等の保護者からいじめの

疑いが指摘された場合においては、当該学校自身が主体的に調査を実施す

ることについて構造的な困難さがあることを指摘せざるを得ない。 

すなわち、児童等が自殺したということそれ自体によって、当該児童等

との関係性による濃淡はあるものの、当該学校の児童等や教職員に対する心

理的なケアが必要になる。他方、関係者からの聴き取り調査等の方法により

可能な限り速やかに情報収集をする必要性があることから、上記のとおり心

理的ケアが要請される対象者から、速やかに事実に関する情報を取得するこ

とになる。つまり児童等の面談時には、心理的ケアと情報収集というそれぞ

れの目的を効果的に実施するための専門的手法が必要になるのである。また、

このような状況下で、自殺した児童等の保護者から、いじめによる自殺の疑

いが指摘された場合には、心理的ケアが必要な児童等や教職員を対象にして

広く事実に関する聴き取りを行うことが求められるところ、もしいじめが存

在したとすれば、児童等の死亡という重大な結果が生じているだけに、いじ

めを行った児童等を特定すること等によるその児童等への影響の有無・程度

等を踏まえ、教職員として相応の配慮を検討するであろうことが容易に想像

される。また、もし、いじめが存在したとすれば、当該校の教職員がいじめ

の事実を認識し又は認識し得たのかどうか、認識し又は認識し得たとすれば、
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学校側はしかるべき対応をしてくれていたのかどうか、というように、学校

側の責任が問われる問題にも発展する可能性がある。 

(ｳ) このように、特に児童等が自殺した事案において、自殺した児童等の保

護者からの指摘を受けて、いじめを含めて調査を行うとなると、いじめの全

容を明らかにすることが、他の児童等に対しても影響を与えることを踏ま

え、教職員としての相応の配慮を行うことが想定されるだけでなく、当該校

の教職員の対応の是非の問題にも関係する（事案によっては法的には安全

配慮義務違反の責任を問われる可能性もある）ことからすると、当該校の教

職員は、自殺した生徒の保護者とはいわば対立当事者的な立場にいるとみ

ることもできるのであって、そうだとすると、そもそも、学校として、第三

者的な立場で調査を行うことを期待することができない構造になっている

のではないか、との疑問を呈さざるを得ないのである。 

もちろん、そのような場合でも、教育委員会（学校教育事務所）が、当該

校とは独立した立場で関与し、第三者性を発揮することが期待されることは

いうまでもない。教育委員会は、当該校とは異なる視点を取り入れ、指導・

助言することが期待されるのである。しかしながら、とりわけ自殺した生徒

の保護者からいじめによる自殺ではないかとの訴えがなされた事案におい

ては、現実問題として、教育委員会だけで、上記のような構造的問題を解消

するほどの指導的役割を期待することは困難であると思われる。 

イ 基本調査の実効性を高めるための方策 

  指針Ｐ９においては、「設置者の指導・支援のもと、基本調査の主体は学校

を想定している」「膨大・多様な情報が集まった場合など、情報の整理には時

間と人員が必要であり、設置者の人的支援が必要となる」「この段階から、学

校及び学校の設置者だけでなく、子供の自殺予防等に精通した専門家の支援

が有効である」と記載されている。 

本事案においては、基本調査の当初の段階から教育委員会が関与するとと

もに、ＳＳＶが当該中学校に派遣され、専門的視点からの助言を行っている

ので、一応、指針に沿った対応がなされてはいるが、ＳＳＶの関与は、調査

の過程における一時的なものにすぎなかった。 

上記のとおり、とりわけ児童等の自殺事案において、自殺した生徒の保護

者からいじめによる自殺の疑いが指摘された場合においては、構造的に効果

的な調査を実施し得ない状況にあることを踏まえると、設置者である教育委

員会においては、現に実施している法 28 条１項に基づく重大事態調査におけ

る学校主体調査の手法を参考にしながら、弁護士、心理士等を、基本調査の

開始時から終結時に至るまで継続的に関与させる等、調査が第三者性を確保

しつつ実施できる体制を準備すべきである（なお、そもそも、自殺した生徒

の保護者からいじめによる自殺の疑いが指摘された場合においては、法 28 条

１項の重大事態に該当するから、その観点からも、文部科学省の「いじめの

防止等のための基本的な方針」（平成 25 年 10 月 11 日文部科学大臣決定（

終改定平成 29 年３月 14 日））やいじめの重大事態の調査に関するガイドライ

ンに基づき、当初から調査主体に第三者性を持たせるべきだという指摘も可



40 

能である）。 

 

(6) 事例検討と同種事案の再発防止に向けた具体的な取組 

以上、本事案の検証・評価を踏まえ、同種事案の再発防止策を５点示した。 

当該中学校及び教育委員会において、本報告書を用いた事例検討会を行って

具体的な事実関係を振り返り、本専門委員会の評価・検証内容も踏まえながら、

主体的に、同種事案の再発防止策を検討・実行し、また、その検討・実行した結

果については、本専門委員会に報告していただきたい。もし、本専門委員会が提

言した方策の具体化を検討し、また、具体策を実行する過程の中で、学校現場の

現状等から実現が困難または不可能だと考えられる提言がある場合には、その

点も報告していただきたい。 

本事案のような悲しい出来事が繰り返されないよう、具体的かつ実効的な提

言が現場側からなされることを強く期待するものである。 

以上 


